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1．  序章  

 

1.1 研究の背景  

1.1.1 多様なニーズに対応した道路空間再配分の必要性  

 我が国の道路空間は，明治初期の馬車交通の発達や，明治後期から大正時代に

かけて自動車交通が発達したことを契機に道路の維持修繕や管理の重要性が認識

され，それに伴い道路に関する法令や道路の整備が進展した．特に戦後の道路整

備や高速自動車国道の整備をはじめとする道路政策は，我が国の高度成長期を支

える基盤となり，今日の豊かな生活・産業を形成する上で重要な役割を果たした

といえる．  

しかし，自動車社会の進展は社会経済の成長を促した一方で，過度な自動車依

存の社会を形成し道路渋滞や交通事故，環境問題などの弊害を引き起こした．こ

の反省を踏まえ，1970 年代ごろからは道路の質的向上が目指され，良好な道路環

境の形成や安全かつ円滑な通行の確保に資する道路政策の策定や，道路に関する

法令の改正がなされるようになった．特に 1990 年代からは 21 世紀初頭に到来す

る高齢化社会を念頭に，これまでの自動車中心の道路利用から人中心の道路利用

に資する道路政策が図られた．  

このような人中心の道づくりは，21 世紀初頭から今日に至るまで計画の策定，

取組の実施が全国各地で図られている．1990 年代後半からは国土交通省による道

路空間の交通社会実験の補助制度が始まり，歩行者天国の実施や自転車レーンの

整備，トランジットモールの実施などが全国各地で取組まれるようになった．  

国土交通省道路局の社会資本整備審議会の道路分科会では 2012 年の中間建議

1)において，今後の道路政策の転換の視点の一つに「沿道・地域・利用者等の新た

なニーズや技術革新による乗り物の進化に対応した道路の有する機能の再評価，

これまでにない価値の醸成・創出など『道路の進化』を積極的に模索」を挙げて

いる．更に同分科会は 2017 年の建議 2)において，新たな道路施策の方向性の具体

例として「ニーズに応じた道路空間の利活用」を挙げ，道路空間の利活用の更な

る高度化や多様なニーズに対応した道路空間の再構築が重要であると指摘してい

る．特に賑わいのある道路空間の実現に向けては，2020 年 2 月に歩行者利便増進

道路制度 3)を創設し，道路構造令上は歩道等とされる空間にテラスやオープンカ
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フェなどの賑わいを目的とした空間の創出を促すなど，実効性のある法制度の整

備が進められている．  

 

図 1-1 休日の歩行者天国の実施（新宿通り，2018 年筆者撮影）  

以上の経過より，多様なニーズに対応した道路空間再配分の計画および取組と

は，明治期から始まった量的ストック重視の道路整備および過度な自動車依存社

会への対応策の一つであり，本格的な少子高齢化や今日の技術革新の急速な進展

が導く今後の社会においても，重要な道路政策の一つとして位置づけられること

が考えられる．  
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1.1.2 自動運転技術の社会実装による都市交通・道路空間の変化  

自動運転車の導入は，道路交通環境に大きな変革をもたらすことが予想される．

官民 ITS 構想・ロードマップ 20204)によると，一般道での導入にあたっては，限

定地域での無人運転配送・移動サービスや，次世代都市交通システム（ART）の

導入が検討されている．特に物流・移動サービスでは，ロボットタクシーや自動

運転バスの公道での実証実験が各地で行われており，2025 年ごろには全国各地で

SAE5)レベル 4 の無人自動運転サービスの普及が目指されている．  

 

図 1-2 自動運転下における道路空間の将来像 6) 

（画像出典：National Association of City Transportation Officials:  

Blue-print for Autonomous Urbanism:Second Edition (2019)，P.118）  

こうしたなか，全米都市交通担当者協会 (NACTO)は，次世代公共交通や自動運

転車が導入された市街地の道路空間の変化イメージを図示している（図 1-1） 6)．

イメージ中では自動運転車の導入による車道空間の縮減や，柔軟な路肩空間の使

い方が提案されている．またイギリスの WSP 社の自動運転化の都市空間への影

響に関する報告書 7)では，無人自動走行により駐車スペースが削減可能となり，
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一般的な既存市街地の 15～20％程度の新規開発が望めることが指摘されている．

このように自動運転車の導入は，これまでの既存の道路空間および沿道土地利用

とは異なる，新しく利便性の高い空間の利活用を提案するものであることが示唆

されている．  

他方，これまでの我が国での自動運転車の社会実装に向けた検討は，郊外部や

中山間地域での実証実験等を通じた技術・システム面での課題の検証や，自動運

転化が都市や交通にもたらす効果についての検証が中心であった．しかし，近年

では自動運転社会を見据えた都市計画・交通計画のあり方についての議論が進み

つつある．国土交通省が 2017 年度に設置した都市交通における自動運転技術の

活用方策に関する検討会 8)では，自動運転の導入が都市に与える影響や，都市交

通・都市交通施設のあり方，特に自動運転車と他の交通機関の乗換拠点となる交

通結節点のあり方についての検討が行われてきた．  

また近年では郊外部だけでなく都市部での自動運転車の実証実験の事例も増加

傾向にある．2019 年 12 月には池袋の公道での自動運転バスの実証実験 9)が国土

交通省主導のもと実施されたほか，2019 年 10 月からは戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）として，東京臨海部の実交通環境下で信号実証実験や自動運

転バスの実証実験が行われている 10)  ．他方，民間主導の自動運転車の実証実験

事例も増加傾向にある．ZMP ほか 7 社は 2020 年 1 月 20 日から 13 日間，東京都

千代田区と中央区において自動運転タクシーの MaaS 実証実験を実施 11)し，ラス

トワンマイルの移動サービスを公道上で検証するなど，自動運転車の社会実装に

向け取組が官民問わず進められている．  

 そして 2020 年 6 月には国土交通省道路局より「2040 年、道路の景色が変わる

～人々の幸せにつながる道路～」12)がリリースされ，概ね 20 年後の日本社会を念

頭に置き，道路政策を通じて実現を目指す社会像およびその実現に向けた中長期

的な政策の方向性が示された．この提言の中で，現代は「技術革新により人・モ

ノ・サービスの移動の効率性，安全性，環境性，快適性等を極限まで高めた道路

に「進化」するチャンスを迎えている」ことを指摘し，自動運転技術だけでなく

ビッグデータや AI，その他の新技術の利活用によって道路空間の変革が生じるこ

とが予測されている．  

 このように，今後の道路空間は技術革新による影響を受けることが予想され，
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自動運転車の導入は移動の効率性，安全性，快適性の面に大きく貢献することが

期待される．また，車道の縮減や都市内の駐車スペースの削減効果などにより道

路空間そのものの使われ方が変化し，魅力的な都市空間の形成に資することが考

えられる．しかし道路空間の変化は，正の効用だけでなく変化に伴う負の効用を

生み出す可能性がある．例えばこれまでの自動車の利用は，出発地の駐車場で乗

車し目的地の駐車場で降車していたが，駐車スペースの削減によりこれらの出発

地と目的地も変化することが予想される．このような変化は，路外での乗降が出

来なくなることで，道路上で乗降を行う車両の増加を促すことが考えられる．こ

れは，道路上で無人運転の自動車を呼び出して乗車して目的地付近の道路上で降

車することで，これまで路外で行われていた自動車の乗降が道路空間で行われる

ようになり，道路上での車両の増加を促すためである．そのため，道路容量が十

分でない道路では交通渋滞が発生することが考えられる．以上を踏まえると，自

動運転車の導入で車道の縮減を図ることや駐車スペースの削減は，自動運転車を

導入する地域や道路によっては，導入による正の効用が小さくなるだけでなく，

反対に負の効用を生むことも考えられる．このように自動運転車の社会実装の議

論においては，自動運転車をどのような道路環境であれば利用できるのか，また

その場合にどのような設計が適切か，といった検討が重要となる．   
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1.2 研究の目的  

 前節より，我が国ではこれまでの道路政策から新たな道路政策への転換点にあ

ることを踏まえ，多様なニーズに対応した道路空間の形成，ひいては道路空間再

配分の実施が求められていることがわかる．また，都市の諸課題を解決する自動

運転技術をはじめとした技術革新は，今後のモビリティおよび交通サービスに大

幅な変革をもたらし，都市空間・交通空間のかたちにも少なからず影響を及ぼす

ことが考えられる．特に自動運転車の社会実装にあたっては，その効用が道路の

性能や利用方法によって変化することから，どのような道路環境であれば自動運

転車に安全に乗降できるのか，またその場合にどのような設計が適切かについて

検討を行うことが重要である． 

このように都市部の市街地の道路空間では，現状は多様なニーズに対応した道

路空間の形成のための道路空間再配分の検討が進む一方，将来の自動運転車の社

会実装を見据えた道路空間の利用や道路空間再配分について検討が行われること

が予想される．しかし，自動運転車の無秩序な利用はかえって負の効用を生み出

すことがあるように，新たなテクノロジーである自動運転技術が道路空間や交通

体系そのものに与える影響は未知数である．加えて，道路空間再配分のような道

路政策は計画立案から実施・整備までに時間を要するため，長期的な視座に立っ

た計画策定が肝要である．したがって，自動運転車の普及前に自動運転社会を見

据えた道路整備のあり方を検討し，適切な道路設計を行うことが求められる．  

以上より本研究は，今後の道路政策に資する人中心の道路空間再配分と，自動

運転車の導入による道路交通への影響の双方の視点から，自動運転社会を見据え

た道路空間再配分における課題を明確にすることを目的としている．自動運転社

会下の道路空間再配分の課題については，自動運転車が道路交通へ与える影響が

もたらす課題のほか，現状の道路空間再配分の取組における課題と共通する部分

があると考えられる．そこで，3 章で現状の道路空間再配分における課題を実都

市での事例より明らかにする．そのうえで，4 章で現状の道路上での乗降需要を

把握し，自動運転社会下での道路上での乗降に関する課題を整理する．5 章およ

び 6 章では仮想都市での交通シミュレーションを通じて自動運転車の社会実装に

よる道路交通への影響を定量的に示す．以上を踏まえ，7 章で自動運転社会下の

道路空間再配分の課題について整理する． 
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また，本研究では自動車と人の道路空間の利用配分を検討するにあたって，人

やモノの乗降が行われる路肩（カーブサイド）に着目している．路肩は，歩車道

の境界となることから，路肩の設計によって道路空間における自動車と人の空間

配分を決定づけることが出来る．本研究では，路肩の広さや形状，交差点間の設

置状況を変化させた際の道路交通への影響を分析し，自動運転車と人の利用配分

と道路交通への影響の関係性を明らかにする．   

  



第 1章 序章 

8 
 

1.3 既往研究動向  

1.3.1 道路空間の再デザイン手法に関する研究  

 まず，今日の道路空間に生じる多目的な利用ニーズに対応するための道路の再

デザインの提案や，マネジメント手法の実態把握を行った既往研究の整理を行う． 

 道路上の空間利活用の研究について，佐々木 13)は，国内外の路上駐車帯の活用

事例を調査し，自動車と歩行者がバランス良く共存する空間（フレキシブル・ゾ

ーン）の創出が沿道施設の利便性や魅力を増大させ，地区全体の都市環境を改善

する可能性を指摘している．また佐々木 14)はフレキシブル・ゾーンと同じく路上

駐車帯を活用し滞留空間を創出するパークレットを比較し，路上駐車帯に屋外飲

食空間を設置する手法についてとりまとめている．しかし，日本における路上駐

車帯の活用は，歩行者の安全確保や関連法令との整合を取ることが難しいため，

社会実験などを通じて段階的な整備を行うことが望ましいと結論づけている．  

一方，個別事例からマネジメント手法を取りまとめ，道路整備を行う際の課題

とポイントを整理した研究も見られた．三浦ら 15)は，ニューヨーク市交通局の施

策の一つである Plaza Program を対象に，施策の運用方法と空間的特徴についての

整理を通じて，従来と異なる新たな街路利活用のマネジメントの利点とその課題

を明らかにしている．野原ら 16)は街路空間とその沿道空間を一つの道路空間と捉

え，取組の初動期から整備完了までを一体的に扱い，導入時，計画時，実施時の

課題について体系的にまとめている．また遠藤 17)はサンフランシスコでの道路の

広場化の事例を扱い，パークレットおよびプラザの整備における特徴を明らかに

している．具体的には不特定多数が利用しやすい場所に立地していることや，公

共空間であるパークレットと商業空間のテラスは区分されているが多様な活動を

包括する自由な公共空間であることなどが挙げられる．その上で，日本の取組に

おいては「居心地の良さの向上」と「利用者視点での公共性を創出するデザイン」

を両立した社会実験を構築すること，また維持管理にあたっては地域全体で共有

していくことを課題としている．  

 他方，海外事例を参照し，法制度に基づいて体系的に道路空間再配分を分類・

整理して具体的な手法をまとめた研究もみられた．ズザンネら 18)の研究では，

1997 年のドイツでの自転車交通促進を目的とした道路交通規則の改正に着目し，

ドイツにおける自転車道の整備手法をまとめた．自転車道ネットワークの構築に
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あたっては既存の道路空間を有効に活用して再構成することで自転車と自動車，

歩行者を共存させつつ自動車交通量を削減したことを明らかにしている．  

 

1.3.2 道路空間再配分による影響の定量的評価に関する研究  

 道路空間再配分は，既存道路の車線数や道路幅員の変更を伴うことから，交通

流の円滑性や安全性にも大きな影響を与える．道路空間再配分時の交通流シミュ

レーションを実施し交通への影響を検証する研究がある一方で，道路空間再配分

により生じた便益を評価する研究も行われた．  

 飯田ら 19)は，街路の利用実態に基づき，利用者目線での街路ネットワークとし

て面的に交通機能を再配分した際の道路環境の改善効果を検証し，具体的な街路

空間再配分の代替案を提示している．尹ら 20)は自転車に着目し，交通需要マネジ

メント（TDM）と併せて道路空間再編を実施することで，既存の交通機能へ与え

る影響を軽減できることを指摘している．一方田部井ら 21)は次世代型路面電車と

して期待される LRT（Light Rail Transit）が道路空間に導入された場合，車線数が

増加することから渋滞が発生することを確認している．特に，大規模商業施設に

隣接する電停では，道路横断を行う歩行者が増加し，これが自動車交通流に大き

な影響を与えることを明らかにしている．その他大山ら 22)のように，歩行量と道

路整備に係る予算制約の二つを目的関数にとり，最適な歩道幅員拡幅モデルの構

築を行う研究もみられた．  

 中山ら 23)は歩車共存を目的としたシェアードスペースに着目し，歩行者やドラ

イバーを対象とした意識調査を京都の三条通（シェアードスペース整備済み）と

木屋町通（整備なし）で行った．結果より，シェアードスペースにより創出され

た歩車共存の空間は，歩行者とドライバーのアイコンタクトや会釈を誘発し，車

両の減速や停止といった協調行動が行われることを明らかにしている．また安藤

ら 24)は集約型都市構造の都市において，自宅から目的地までの道路の車線を減ら

し歩行者の空間を連続的に創出することが公共交通利用を大きく促進する効果が

あることを明らかにしている．加えて武田ら 25)は大阪市御堂筋での社会実験を通

じて，街路空間再配分により創出された空間で賑わい創出事業を行った際の来街

者や周辺事業者の税金活用許容額や支払意思額を算出し，道路空間再配分により

創出された賑わいの定量的評価を行った．結果より，来街者からの評価は高いが
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実際に維持管理していく際の道路占用料が高騰するため，事業者にとっては大き

な負担となることを指摘し，道路占用料の減免措置の必要性を提示している．  

 

1.3.3 自動運転システムの影響評価・普及シナリオの検証  

 自動運転システムに関する研究は，2010 年代ごろから数多くの研究が行われる

ようになっており，自動運転車の普及・社会実装を想定したシナリオを検証する研

究や，運転の自動化，シェア利用の有無がもたらす効果を把握する研究を中心と

して展開されている．  

 例えば，紀伊ら 26）はカーシェアを前提とした自動運転車（シェア型自動運転

車）の普及率について，車両価格・都市半径・走行速度等による影響があること

を指摘している．またシェア型自動運転車については，香月ら 27）により都市に導

入した際のライドシェア交通の成立可能性を検討した研究がある．結果より，シ

ェア型自動運転車の導入により導入前の半数の車両数で自動車トリップ需要に対

応できること，人口密度が高い都市部よりも一定の就業時間サイクルのある工業

地域でのライドシェアの成立が高いことなどが指摘された．また香月ら 28）は同

条件のシェア型自動運転車の導入により，地域全体の車両が駐車を行うことで消

費する時空間の削減量を算出している．都市に導入した際のライドシェア交通の

成立可能性の検討が行われている．結果より，地域全体で現状より 75%の駐車時

空間が削減できること，人口密度の高い地域では駐車時空間の消費量および削減

量が大きいこと，他地域からの車両流入の割合の大きさが削減量に影響すること

を示している．合わせて，乗客が Door-to-Door で目的地に到着できる利便性は，

駐車時空間の削減や必要車両台数の削減とトレードオフの関係にあることを指摘

している．  

他方，自動運転車の利用需要については，近年では無人の送迎サービスを展開

した際の効果を扱った研究が多く見られる．香月ら 29)は東京 23 区や大阪市など

の公共交通機関が十分に整備された大都市で自動運転車の利用意向率は 5 割を超

えることを示しており，目的地に合わせて既存の公共交通機関と組み合わせた利

用の需要があることを指摘している．Harb et al.  30）は，仮想の自動運転車として

運転者による送迎サービスを一般的な家庭に一週間導入した場合，導入前後の週

に比べて大幅に走行距離・利用回数を増加させることを示し，自動運転車による
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送迎利用の需要があることを示した．また，Trommer et al. 31) は，ドイツ全体での

ロボットタクシー導入時の将来予測を行い，自家用車に代替する交通手段として

2035 年時点でのロボットタクシーの運営に採算性があることを集計的な推計モ

デルによって示している．  

 

1.3.4 都市内の乗降空間に関する検討  

本研究では道路空間再配分を扱うに当たり，歩車道境界となる路肩に着目する

ことから，路肩の主な機能である自動車の乗降に関する研究を整理する．  

例えば小滝ら 32)は駅前広場の整備の実態を調査し，駅前広場の駐車容量不足は

待ち行列の長さに原因があることを示した．井料 33)は，駅前広場におけるキスア

ンドライド車両の送り・迎えの種別ごとの乗車選択行動を考慮したシミュレーシ

ョンモデルを構築し，駅前広場での渋滞発生状況を定量的に示した．大城ら 34)は

一般道においてバスベイの設置の有無がバス及び一般車両の走行へ与える影響を

モデル化して分析し，交通量が少ない場合はバスベイが無い場合が，交通量が多

いときはバスベイが有る場合の方が総遅れ時間が少ないことを明らかにしている． 

一方，自動運転車の導入が都市内の駐車スペースに与える影響についての研究

の蓄積が増えている．前述の香月ら 28）の研究の他に，Nourinejad ら 35)は，自動運

転車専用の駐車場として，隙間なく車両を敷き詰めたレイアウトにした際，適切

なオペレーションにより車両を制御することで，都市内の駐車スペースを平均で

62%削減できることを示している．また Millard-Ball36)は，ゲーム理論と交通シミ

ュレーションモデルを統合して分析を行い，無人の自律自動車を都市部に導入し

た場合，配車までの時間で駐車しているよりも走行し続けたほうがコストを抑え

られることを示した．また，低速で走行し続けることでよりコストが抑えられる

ことから，自律自動車の導入が渋滞を引き起こし，道路環境が悪化する可能性を

指摘している．  
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1.4 本研究の位置づけ  

 前節で整理した既往研究から本研究の位置づけを以下に整理する．   

 道路空間再配分を含めた道路の再デザイン手法に関する研究について，その実

態の把握やマネジメントのプロセスを体系的にまとめた研究が多く見られた．し

かし，国内の道路空間再配分の事例を網羅的に把握し体系的にまとめた研究は少

なく，個別の代表的な事例をまとめたレポート 37)のみにとどまっている．  

 また，道路空間再配分による影響を定量的に評価した研究も多数見られた．多

くの事例で地域特性を踏まえて道路空間再配分を実施し，自動車交通流に与える

影響が少ない代替案の提示や，予想される影響を定量的に示す手法が多数示され

ている．また，歩行者空間整備が賑わいのある空間の創出や公共交通の利用促進

につながったことも示されている．一方，これらの研究はその時点における交通

問題の解消を目的としたものが多く，これから課題となる点を踏まえて仮想の道

路空間再配分を検証する研究は少ない．  

他方，自動運転車の普及による影響や道路へ与える影響について，特に 2010 年

代後半に研究の蓄積が増えている．自動運転車は高い利用需要があり，ライドシ

ェアと組み合わせることで地域内の車両台数の削減や駐車時空間の削減および都

市内の駐車空間を削減できることが示されている．他方，Door-to-Door のような

個別移動の増加は道路の円滑性を阻害し道路環境へ影響を与えることも指摘され

ている．しかし，自動運転車を都市部の市街地に導入し走行させた際の道路空間

への影響については研究の蓄積が少なく，本研究で扱う道路空間再配分を交通シ

ミュレーション等で検証した研究もみられない．また Door-to-Door のような個別

移動では目的地により近い路上での乗降が行われることが想定される．Trommer 

et al. 31) はロボットタクシーの採算性を扱っているが，実際の自動運転車の路上

での乗降を再現したシミュレーションを行っておらず，その他の研究でも自動運

転車の路上での乗降を想定した研究は見当たらない．したがって，都市部の市街

地でのロボタクシーの導入が交通流に与える影響は不明瞭である．  

以上の内容を図 1-3 にまとめる．本研究は，これまでに実施された交通社会実

験の実態を調査し，道路空間再配分の本格実施に向けた課題について体系的な整

理を行う点，市街地での自動運転車の利用需要が高く想定される路上での乗降を

扱い，仮想の道路での交通シミュレーションを通じて交通円滑性を評価する点，
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上記の知見を踏まえて自動運転車の社会実装による影響を踏まえた道路空間再配

分の課題を明らかにする点に新規性がある．  

 

図 本研究で参照した既往文献の整理
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1.5 本研究の構成  

第 1 章では序論として本研究の背景・目的，既往研究の動向と本研究の位置づ

けを整理した．第 2 章では本研究の基礎概念の構築として本研究で用いる用語の

定義や分析対象の整理を行う．第 3 章では実際の交通社会実験事例を扱い，自治

体へのアンケートを実施して現状の道路空間再配分の取組の分類や実態の把握，

課題の整理を行う．それに対して第 4 章以降は自動運転社会を見据えて調査分析

を行い，今後の道路空間再配分のあり方を検証する上での科学的かつ定量的なデ

ータを得ることを目的とする．第 4 章では自動運転車の路上での乗降を見据え，

実際の路上での乗降の実態を把握する．そして第 5 章・第 6 章では自動運転車を

仮想の道路上で走行させ，路肩で乗降を行った際の道路交通への影響を交通シミ

ュレーションソフトで分析・検証する．最後に総括として，第 7 章で自動運転社

会を見据えた道路空間再配分の課題をとりまとめる．図 1-4 に本研究の構成とし

て第 3 章以降の分析フローを示す．  

 

図 本研究の分析フロー  
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2．  本研究における用語の定義と分析対象の整理  

2.1 本章の概要  

 本研究では，自動運転社会を見据えた道路政策について，特に道路空間再配分

に関する研究を行う．ここで，道路空間再配分を取り扱う上では，過去にいかな

る経緯で道路政策の立案がなされ，いかなる取組が実施されたのか整理を行うこ

とが必要である．また，自動運転システムの導入による影響を検討する上では，

自動運転に係わる我が国の取組を概観し，現在挙げられている自動運転システム

の課題を整理することが肝要である．  

 そこで本章では，これまでの道路政策の変遷に焦点をあて，歴史的にどのよう

な検討を経て道路空間再配分に辿り着いたのかを整理する．次に，自動運転の取

組と研究動向に焦点を当て，都市部での自動運転車の社会実装に関する課題を明

らかにする．最後に，上記の知見を踏まえ，本研究の研究対象と用語の定義，研

究における視点を述べる．  
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2.2 道路空間再配分に係る諸政策の整理  

2.2.1 日本の道路政策の長期的変遷に関する整理  

 本項では，我が国における道路整備および政策の変遷を把握し，どのようにし

て現在の道路空間再配分に係る諸政策に至ったかを整理する．道路政策の変遷に

あたっては日本道路協会がまとめた文献 38)39)43)44)45)を参照して概述する．  

（１）馬車交通から自動車交通への転換と旧道路法の制定 38)39)  

欧州では古くから馬車交通が発達し，それに伴い道路整備が行われてきた．一

方日本は江戸時代まで人馬の交通が多く，明治期に入ってからようやく馬車交通

時代を迎えたが，1872 年に新橋～横浜間の鉄道が開設されたことで，道路整備は

遅れて進められることになる．日本に自動車が輸入されたのは 1901 年だが，当時

貨物輸送の主役となっていたのは荷馬車である．荷馬車は 1913 年に 17.5 万台に

達するなど，馬車交通そのものは発達が進んだ．このように馬車交通の需要が高

まる中，1888 年に公共道路条例及び街路新設条例が起草され，道路に関する法規

の統一化が図られ議論が進められたが，法案が議会に提出され決定するまでには

至らなかった．  

しかし，日本の経済構造の近代化に伴い道路整備に対する需要は徐々に高まり，

道路法制の完備が望まれたことで，1919 年 4 月にようやく法律第 58 号として道

路法（以下，旧道路法）が制定された．旧道路法では道路の種類，等級，路線の

認定基準，道路の管理，費用の負担，監督及び罰則等が定められている．このと

き道路はすべて国の営造物であり，都道府県知事や市町村長は国の機関として道

路を管理する，という考え方がとられている．  

道路の構造基準については 1919 年 12 月に内務省令第 24 号で道路構造令が制

定され，道路の有効幅員，曲線半径，路面が耐えうる荷重の基準，側溝，路端の

高さなどが定められている．また 1926 年には道路を計画し設計する場合の具体

的な基準として，道路構造に関する細則が制定されている．このころ日本国内の

自動車保有台数は，1912 年に 500 台であったものが 1919 年に 5,000 台，1927 年

には 5 万台，さらに 1934 年には 15 万台を超えるなど，急速に自動車交通が普及

しつつあった．そのようななか，上記の細則や内務省道路橋構造細則等では馬車

交通だけでなく自動車に対応した内容が盛り込まれており，  1935 年の道路構造

令並同細目改正案では自動車交通を中心に構造諸元を定めるなど，馬車交通から
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自動車交通へ時代が移り変わる様子が伺える．  

なお，1938 年に自動車台数が戦前最高の 20 万台に達すると，自動車走行経費

の低減や道路の維持修繕の観点から，道路舗装の必要性が認識されたほか，1940

年から 1942 年までは重要道路整備調査が行われるなど，戦時中も交通需要の高

まりに応じた整備施策が行われていたことが伺える．  

 他方，道路構造令の制定と同時期に，1919 年の内務省令第 25 号で街路構造令

が制定されている．この二つの構造基準について，菊池ら 40)は道路構造令と街路

構造令が双児省令であり，戦後に至るまでの約 40 年間国道及び府県道などの道

路及び街路の構造基準として効力を持っていたことを指摘している．どちらの構

造令も車道幅員の規定や曲線半径・勾配等の基準が規定されているが，道路構造

令は歩車道分離の規定なく広幅員車道として混在通行を図るのに対し，街路構造

令は広路および大路については歩車道を区分し，街路の総幅員に対して 6 分の 1

の比率に応じた歩道の設計を行うほか，必要に応じて高速車道や自転車道を設け

ることが規定されているという違いが見られた．これらの双児省令は都市ごとに，

また同じ都市であっても道路・街路ごとに適用される構造基準が異なるなどの混

在した状況を生み，特に歩道の有無が戦後の交通事故件数に影響していることが

示唆されている．  

こうしたなか，  1958 年に新しい道路構造令が制定され，二つの双児省令は統

合化された．しかし，実質的には 1933 年の「街路構造令改正案並同細則事項」，

前述の 1935 年の「道路構造令並同細目改正案要項」が実質的な基準として用いら

れており，このことは石川栄耀が当時教科書として出版した「都市計画及国土計

画」41)や道路構造令の改正案作成に関与した新谷洋二の論文 42)において言及され

ている，と菊池らは指摘している．これらの改正案が作成された 1930 年代前後は

前述の通り道路交通情勢の変化が激しく，自動車の急増に対応して幅員構成が規

定されている．街路構造令の改正案では，車線幅および占用幅を単位とした積み

上げ方式で幅員を規定し，高速車線と緩速車線を区別して分離する方式がとられ

たのに対し，道路構造令の改正案では混在交通の実態に対して車道幅を広めに定

めることで対応するといった違いが見られている．  
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（２）戦後の道路整備対策と新道路法の制定 43)44)  

 1945 年 8 月の終戦後，公共事業処理要綱が 1946 年に閣議決定され，戦災復興

と民生安定に重点が置かれる中，生産物の搬出に直ちに効果をもたらす道路改良

事業が行われた．更に 1948 年には連合軍最高司令部が「日本の道路および街路網

の維持修繕五カ年計画」の樹立を促す覚書を日本政府に発し，直ちに計画策定と

事業実施が行われ道路の修復作業が行われた．このようにして戦後の応急的な道

路修繕が実施され終わりを迎えると，続いて道路の改良および道路整備体制，す

なわち道路に関する法令が確立されていった．  

 1952 年には，これまでの旧道路法を廃止し，新たに道路法（以下，新道路法）

を制定し，道路の種別，指定・認定手続きや管理体系を明示した．旧道路法と異

なる特色としては，戦後の民主主義化に伴い道路はすべて国の営造物という考え

方を取りやめ，道路種別の見直しとともに一級国道・二級国道は国の営造物，そ

の他の道路は地方公共団体の営造物としたことや，道路の機能を発揮させるため

に道路占用にかかる規定を充実させたこと，一定の車両の通行禁止などの道路と

車両との調整に関する規定を新たに設けたことなどが挙げられる．  

1954 年に第 1 次道路整備五カ年計画が策定されると，  1949 年に復活した揮発

油税のほか，地方道路税（1955 年創設），軽油取引税（1956 年創設），を特定財源

とし五カ年計画で道路整備を実施するようになる．合わせて，1956 年には道路整

備特別措置法の制定や日本道路公団の設立とともに有料道路制度が確立し，1957

年には高速自動車国道法が施行され道路の種類に高速自動車国道が追加されてい

る．この後，昭和 30 年～40 年代に迎えた高度成長期を経て道路交通が急激に増

加し，ワトキンス・レポートによって道路整備の遅れを指摘されるなどの出来事

が生じたが，大局的にはこのような計画的な道路整備が，産業経済基盤を支え戦

後の高度成長に貢献したと捉えることができる．  

 

（３）人中心の道づくりへの転換と道路に関わる諸法制の改正 44)45)  

1919 年に制定された道路構造令は，1958 年に廃止され同年に新しい道路構造

令が制定されたが，当時はまだ高速自動車国道の多くが建設途中であったことや，

自動車交通の急増に伴い渋滞や事故が多く発生し，特に自転車などの緩速車両は

車道から極力分離する対応が必要となるなど，抜本的な改正に向けた検討が必要
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であった．そうしたなか，1970 年に現行の道路構造令が制定され，交通容量や安

全性から車線数を始めとした構成要素を決定する基準が明確に示された．なお同

時期に，交通事故の発生の状況を鑑みて事故の防止と交通安全を図るため，1971

年に道路法が改正され，道路管理の強化，車両の通行に関する規制措置の強化，

自転車専用道路に関する規定などが整備された．  

 このように道路構造令の全面改正，道路法の改正が行われたが，以降も道路交

通や道路をめぐる社会経済的情勢は著しく変化し，良好な道路環境の形成，自転

車や歩行者の安全かつ円滑な通行の確保など，多様な要求に応えた質的な充実が

求められるようになった．前述した道路整備五カ年計画でも，第 8 次（1978 年～

1982 年）計画の策定時に道路に対するニーズの多様化への対応が施策として盛り

込まれている．このようなニーズに対応すべく 1982 年に道路構造令の一部が改

正され，沿道への生活環境への配慮がなされるようになった．  

 しかし，自動車は当時の日本の輸送機関の中心的な役割を担ったことから，自

動車社会の進展はこれ以降も続き，交通事故，交通渋滞，環境問題は深刻化した．

加えて，  21 世紀初頭には日本の人口の 4 分の 1 が高齢者となる社会が懸念され

ていたことや，運送業の労働力不足，物流の国際化への対応のため物流の高度化

が急務となっていたことから，これらのニーズに対応すべく，  1993 年に道路構

造令が再び改正され，人中心の道づくりが目指されるようになった．  

また 1998 年に策定された第 11 次道路整備五カ年計画では，道路を「極めて社

会性の強い空間であり，人と暮らしを支える社会空間である」と位置づけている．

この認識のもと，①歩きたくなる道，沿道と連携した景観整備やたまり空間の充

実を含んだ「生活者の豊かさを支える道路整備の推進」，②高規格幹線道路やアク

セス道路の整備を目論んだ「活力ある地域づくりのための道路整備の推進」，③地

球温暖化の防止や道路交通の円滑化を目指した「良好な生活環境のための道路整

備の推進」を実現し，道路整備の立ち遅れに緊急に対応することが目指された．  

 

（４）社会資本整備審議会道路分科会における提言・答申の整理  

 これまでは我が国で策定・制定された法令や計画を中心に道路政策の変遷をま

とめて来たが，人中心の道路政策の方向性を整理する上で，社会資本整備審議会

道路分科会での議論を中心にまとめる．  
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まず 2002 年の基本政策部会の中間答申「今、転換のとき～よりよい暮らし・経

済・環境のために～」 46)では，歩行者や自転車を重視し生活環境の改善に資する

道路整備の推進についての提言が行われた．また 2007 年の建議「品格ある国土と

快適な生活の実現に向けた道路政策～使いやすさを追求して～」 47)では安全な自

転車走行空間の確保が取り組むべき課題として挙げられている．このように，道

路整備五カ年計画の中で掲げられた活力ある地域づくり，良好な生活環境の実現

に向けた道路整備の方針が具体化されていたことがわかる．  

 さらに 2012 年の中間とりまとめ「道が変わる、道を変える～ひとを絆ぎ、賢く

使い、そして新たな価値を紡ぎ出す～」 48)では，これまでの提言・答申よりも道

路利活用に関する具体的施策が多く盛り込まれた．特に，道路の多様な利用者の

共存を図るため，道路空間再配分などにより自転車通行空間，歩行者空間の形成

を図ることが重要であると明記された．また 2017 年の建議「道路・交通イノベー

ション～「みち」の機能向上・利活用の追求による豊かな暮らしの実現へ～」 49)

においては，道路を人間中心の空間と捉えた上で，限られた空間での効用の拡大

を目指して共存，混在といった考え方の重要性が指摘されている．他方 ICT，AI

や自動運転システム等の新技術を活用し，従来の利用形態等を前提にすることな

く，考え方や仕組み，ルールの整理や社会受容性の確保を行うことも重要である

と指摘されている．以上より 2010 年代に入ると，道路空間再配分の重要性や新技

術の活用による課題解決が指摘されており，車中心から人中心の道路政策への転

換だけでなく多様な交通モード，利用者の共存・混在が検討されていることがわ

かった．  
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2.2.2 道路空間利活用を目的とした諸施策の整理  

 前項より，これまでの道路政策の変遷をたどると車中心の道路政策は徐々に人

中心の道路政策へと転換しつつあることが伺える．本項では，実際に道路空間を

利活用する事例を扱い，取組について整理する．  

（１）歩行者優先の道路空間利用事例  

 我が国における黎明期の人中心の道路空間利用の代表的な事例として，1972 年

の旭川市平和通の歩行者専用道路化が挙げられる．三浦 50)は平和通の事例につい

て，当時のアメリカ・ニューヨークで実施されたカーフリーデーなどの施策が追

い風となり，自治体の首長が「人間中心」の都市像を掲げて商店街や町会を巻き

込み，社会実験（1968 年）の実施で市民との合意形成を図っていたことを指摘し

ている．また東京などの都心部の盛り場でも同時期に歩行者天国が実施されてい

る．合わせて三浦は，これらの先進的な取組事例が 1971 年の道路法改正（歩行者

専用道路の規定），道路交通法改正（公安委員会により特定禁止区間で歩行者天国

が実施可能）につながっていることを指摘している．  

 一方 1990 年代には中心市街地の衰退や空洞化の問題が顕在化し，1998 年には

大店立地法，都市計画法改正によるゾーニングの実施，中心市街地活性化法を軸

としたまちづくり 3 法が制定された．これを受けて郊外部の大型商業施設の出店

等により空洞化した中心市街地の活性化を目的とした取組が行われるようになる．

道路上に休憩施設として設置するオープンカフェは最たる例であり，横浜鶴見

(1998 年～ )を始めとして全国各地で取組が実施された．特に「道を活用した地域

活動の円滑化のためのガイドライン (2005 年 )」で道路空間上での様々な地域活動

のための具体的な手続き・手法が示されており，歩行者に向けた道路空間利活用

の取組促進に繋がったことが考えられる．  

 

（２）国土交通省による交通社会実験の公募  

第 12 次にあたる新道路整備五カ年計画の閣議決定を受け，1999 年からは国土

交通省道路局による交通社会実験の公募が始まった．この公募制度を活用し，2019

年度までに 323 件が採択・実施されている 51)．一連の取組の中では地域主体の道

活用を目的としたオープンカフェ・歩行者天国の実施のほか，公共交通の利用促

進を目的としたパークアンドライド，トランジットモールの社会実験，自転車利
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用環境の向上を目的とした社会実験などが行われた．その他，通り名による道案

内や広告料収入等の維持管理などの社会実験の実施など，道路利活用を促進する

ための取組など多岐にわたって効果検証が行われた．  

 これらの社会実験の実施により得られた知見は道路政策にもフィードバックし

ている．オープンカフェの実施は 2003 年に国土交通省道路局長が通知した「地域

の活性化等に資する路上イベントに伴う道路占用の取扱いについて」に，自転車

関連の社会実験は 2013 年の道路交通法改正（自転車等の路側帯通行に関する規

定整備）や安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（2016 年改訂版）52)に

その知見が反映されている．また広告料収入関連では 2016 年の道路法改正によ

り実現した道路協力団体制度の創設に貢献している．  

 

（３）近年の道路空間の価値付加・価値向上の事例  

 21 世紀に入り，欧米を中心とした世界的動向として既存の公共空間を有効活用

するプレイスメイキング的手法が注目されるようになると，公共空間である道路

についても新たな利用価値が探られるようになった．例えば 2005 年から始まっ

た路上駐車帯に仮設の滞留空間を創出する Park(ing)Day の取組や，2013 年よりア

メリカ・サンフランシスコ市で始まった，街路の一部にインキュベーション機能

を取付けた Living Innovative Zone などの取組のように，空間の一時転用による空

間の価値向上や，新しい機能を取り付けることで価値付加が図られている．  

特に代表的な事例として，アメリカ・ニューヨーク市が 2007 年に策定した

「PlaNYC」に基づいて行われたタイムズ・スクエア広場の歩行者空間整備や，街

路整備事業として行われた車道や路上駐車帯を広場化するプラザプログラムが挙

げられる．またこれらの取組により，当該道路での歩行者数の増加や沿道店舗の

売上向上につながったことが指摘されている．  

このような道路および沿道の価値向上を目的に，我が国でも道路を含めた公共

空間の有効活用のための施策や法制度の制定が行われてきた．例えば 2011 年の

都市再生推進法人制度の創設や 2016 年の道路協力団体制度の創設は，都心部で

のエリアマネジメントを推進・支援し賑わいのある街並みの形成や維持管理に向

けた制度活用が図られた．また 2016 年に改定された「道を活用した地域活動の円

滑化のためのガイドライン」 53)では道路占用許可に向けた具体的手続き・手段に
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ついて示されており，道路上での地域活動の実現を支援している．さらに 2020 年

2 月には歩行者利便増進道路制度 54)が創設され，車道の空間を減らし歩道の拡幅

を拡幅することで歩道等の中に休憩施設やテラス付きの飲食店を設置し，歩行者

の利便増進を図る道路が指定できるようになった．  

 

 

図 2-1 歩行者利便増進道路制度の活用イメージ 54)  

（画像出典：国土交通省道路局：「賑わいのある道路空間」のさらなる普及に向けて  

～歩行者利便増進道路制度の創設～ (2020)，P.1）  

 

（４）近年の国内での道路利活用の事例について  

近年の国内での道路利活用の事例として，道路上に仮設の滞留空間を期間限定

で常設的に設置した交通社会実験の事例を取り上げる．  

⚫ SHINJUKU STREET SEATS（東京都新宿区） 55) 

 本事例は，2015 年より東京都新宿区の新宿駅東口地区で地元商店会を中心に取

組が進められている「新宿駅東口地区歩行者環境改善プロジェクト」の活動の一

環である．対象地の目抜き通りである新宿通りのモール化の実現を目的として，

毎 年 社 会 実 験 に よ っ て 継 続 的 か つ 段 階 的 に 課 題 の 検 証 が 行 わ れ て い る ．

SHINJUKU STREET SEATS は 2017 年の「新宿駅東口地区賑わい創出・物流効率

化の複合型社会実験」より始まった試みで，車道の一部を歩行者の滞留空間とし

て仮設歩道に転用している．仮設歩道の設置にあたっては路上駐車問題の解決が
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不可欠であるため，駐車場所・駐車時間の適正化実験や路上荷捌き対策の実験と

複合的に取り組まれている．2017 年は 10 月 24 日～11 月 30 日の約 1 か月間にわ

たり仮設歩道を設置しアクティビティ調査などを実施して賑わいの創出効果を計

測している．2018 年からは路上荷捌き対策の実験に荷捌きの時間集約化の取組を

加えたほか，2019 年はストリートシーツの設置期間を 9 月 17 日から 11 月 24 日

までの約 2 か月間に延長し，継続的に取組を拡大している．ストリートシーツで

は下図のように，ガードレールを木材で覆ったウッドデッキ内に人工芝や大小・

高さの異なる座席を設け，路上の休憩施設としての役割を担うほか，歩道上に滞

留する歩行者を吸引し歩行環境の改善に貢献している．  

 

 

図 2-2 SHINJUKU STREET SEATS（新宿通り・2018 年筆者撮影） 

⚫ 大阪・御堂筋将来ビジョン（大阪府大阪市） 56) 

 大阪都心部のメインストリートとして位置づけられる御堂筋は，2009 年より道

路空間の再編に向けた検討を始め，御堂筋が国土交通省より大阪市へ移管された

2012 年を機に「御堂筋の空間利用に係る中間提言」として空間利用のコンセプト

と将来像を示している．翌 2013 年には御堂筋の側道を閉鎖する社会実験，2014

年に賑わい創出社会実験を実施し，パブリックコメントを経て 2016 年にモデル

整備として一部区間の側道（千日前通）を歩行者空間化する整備事業を行ってい
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る．このように段階的な取組と効果検証を行いながら，車重視の道路空間から人

重視の道路空間への再配分が行われた．  

 そして 2019 年には御堂筋将来ビジョンを策定し，御堂筋完成 100 周年（2037

年）を目途に，人中心のフルモール化を長期的な目標として設定した段階的な取

組が現在も進められている．短・中期的には 2025 年の大阪万博を目標に，側道の

歩行者専用空間化に向けた取組および検討が進められている．また将来的には都

心部全体の交通ネットワークの再編により御堂筋に流入する通行交通の分散化を

図るほか，人中心の道路空間として歩行者を優先しつつも荷捌き車両や緊急車両

の通行導線の確保や，自転車やパーソナルモビリティ，自動運転車などの多様な

モビリティが安全に共存できる空間づくり・仕組み作りを検討している．  

 

 

図 2-3 御堂筋フルモール化のイメージ 

（画像出典：御堂筋将来ビジョン (2019)，P.7）  

 

⚫ みなと大通り及び横浜文化体育館周辺道路（神奈川県横浜市） 57)58) 

対象地である神奈川県横浜市の関内駅周辺地区では，現横浜市庁舎街区の活用

事業，横浜スタジアム増築および回収，横浜文化体育館再整備事業など，国際的

な産学連携や観光および集客の実現に向けた都市開発が予定されており，その都

市開発予定地区に面するみなと大通り及び横浜文化体育館への一体的なアクセス
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動線の整備が課題となっている．現状は車道が広く路上駐車が目立ち，既設の自

転車歩行者道は狭いという課題がある．そこで将来的な来街者の増加も踏まえ

た，車道を縮減する道路空間再配分を行って安全で快適な歩行者空間・自転車空

間の創出が期待されている．  

図 みっけるみなぶん

（画像出典：道路活用実験  みっけるみなぶん  公式 HP  https://minabun.yokohama/）  

 

そこで本事例では，令和 6 年度（2024）からの本格供用を目指し，車道の一部

をカラーコーンや車両防護柵を用いて規制し，交通への影響を調査する社会実験

を行っている．実施期間は 2020 年 11 月 9 日から 11 月 30 日までの約 3 週間で，

みなと大通り及び横浜文化体育館周辺道路（通称：みなぶん）の道路上に仮設の

ウッドデッキ（みなぶんでっき）を創出している．4 種類のみなぶんでっきには

沿道の施設やウッドデッキの形状・種類によってそれぞれ異なる利用用途が想定

されている．  

また，実験期間中は「みなぶんを面白がる会」と題して横浜市が主催するワー

クショップが定期的に開催されており，直接的な市民参加の形で公共空間活用に

向けた多彩なアイディアの提案や活発な議論の場が設けられていることが特徴的

である．
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図 2-5 みなぶん社会実験（相生町一丁目交差点）  

（画像出典：道路活用実験  みっけるみなぶん  公式 Facebook ページ  2020 年 11 月 8 日投稿）  

 

図 2-6 みなぶんでっき 3（朝日生命ビル前）  

（画像出典：道路活用実験  みっけるみなぶん  公式 Facebook ページ  2020 年 11 月 8 日投稿）  
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 以上より，新宿通りのように地元商店会が中心となって段階的な取組を続けな

がら徐々に取組の拡大を図る事例や，御堂筋のように行政が主体的に計画を策定

し，パブリックコメントなどで市民参加を図って整備区間を広げる事例や，みな

ぶんのように行政が市民を巻き込みながら公共空間の使い方を検討する事例など，

様々なアプローチによって道路空間再配分の取組が進められている．  

他方，2020 年初めより世界各地で猛威を振るった新型コロナウイルスの流行は，

人々の移動の制限を強いるだけでなく，公共空間の使い方についても見直しを余

儀なくされ，道路の利活用についても影響を与えた．例えば泉山ら 59)の報告では，

緊急事態宣言解除後，2020 年 6 月 5 日に路上客席の緊急措置として道路占用許可

の一時的な緩和措置が図られる 60)と，通常のオープンカフェよりも手続きが簡易

となり，また打撃を受けた飲食店の救済策として各地で路上客席の実践が急速に

増加していたことを指摘している．こうした路上客席の実践は，感染防止のため

に減少した客席数を物理的に増加させることが主たる目的であると考えられるが，

多くの事例では過去に道路空間活用の経験が乏しい地域であったことが指摘され

ており，こうした経験が今後の歩行者中心の道路活用などの議論の展開に活かさ

れることが期待される．  
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2.2.3 道路空間再配分に係る現状整理  

 前項までに行った，これまでの道路政策の変遷と道路利活用に関する取組事例

の整理を踏まえ，道路空間再配分に係る現状をまとめる．まず，これまでの道路

政策は車中心から人中心の道路政策へ転換が図られていたほか，多様な利用者と

の共存・混在の考え方が新たに取り入れられ，これらの実現に資する道路空間再

配分の重要性が指摘されている．またこれまでの交通社会実験や道路整備事業を

経て，歩行者や自転車，公共交通といった自動車以外の利用者に資する道路利活

用の取組が多数実現し，道路を含めた公共空間は多様な利用者が共存するものと

しての認識が十分に定着していることが伺える．  

そしてこれらの多様な利用者が共存する道路空間の実現にあたっては，ニュー

ヨークの事例や我が国の歩行者利便増進道路のように，自動車の空間を減らして

別の用途の空間転用が肝要であり，道路及び沿道の新たな価値向上が目指されて

いることがわかった．一方で， ICT や自動運転システムなど，新技術の活用によ

りこれまでの交通問題の解決が期待されていることも伺えた．  

他方，国内での道路空間利活用の事例から，地域ごとに異なるアプローチで中

長期的な道路空間再配分の取組や検討が進められていることや，一時的な路上客

席の手続きの緩和措置が今後の道路空間利活用の展開に資する新たな経験を獲得

する契機となったことが確認された．  
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2.3 自動運転に係る取組動向の整理  

2.3.1 我が国の自動運転の社会実装に向けた検討  

現状の運転自動化レベルについて，官民 ITS 構想・ロードマップ 2020  61)を参照

すると，SAE International J3016 よりレベル 0～5 で自動化レベルが定義されてい

る．このとき，レベル 1～2 は人間（運転者）が操縦の主体で，あくまでもシステ

ムは運転支援を行うのに対し，レベル 3 以上は操縦の主体がシステム側にある．

レベル 4 では限定領域（ODD：地理的，道路面の，環境的，交通の，速度上の，

時間的な制約下で，などを全て含み，一つまたは複数の運転モードを含む）でシ

ステムがすべての操縦を担い，レベル 5 ではレベル 4 の限定領域を取り払った状

態下での運転となる．この限定領域の実現に向けて各種実証実験が行われている

が，現状はレベル 1～2 であっても無制限な限定領域の実現は難しく，特に全ての

動的運転タスク（①操舵による横方向の車両運動の制御，②加速減速による縦方

向の車両運動の制御，③検知・認識・分類・反応の準備による運転環境の監視，

④反応の実行，⑤運転計画，⑥照明や信号，身振り手振りによる被視認性の向上）

の実現には時間がかかることが予想される（図 2-7）．  

表 2-1 運転自動化レベルの定義の概要 61) 

 

（画像出典：官民 ITS 構想・ロードマップ 2020  p.23 表 2）  
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図 2-7 各運転自動化レベルにおける ODD（限定領域）の重要性と現在の位置づけ 61) 

（画像出典：官民 ITS 構想・ロードマップ 2020  p.25 図 7）  

 こうした中，我が国では自動運転の社会実装に向けたアプローチとして多様な

交通状況でのレベル 4 の実現が目指されている．アプローチの手段は主に２つに

分かれ，徐々に運転自動化を上げて広い ODD に対応することを優先するアプロ

ーチと，狭い ODD で高い運転自動化レベルを実現し，その ODD を広げていくア

プローチが挙げられる．前者は自家用車を想定し，後者は事業用で遠隔監視の無

人自動運転移動サービスを想定している．高速道路での隊列走行トラックやロボ

タクシーや自動運転バスは後者にあたる．  

 続いて，自家用車および公共交通としての移動サービスの運転自動化および市

場化の方針について整理する．まず自家用車について，2020 年頃に実現する自動

運転像として高速道路でレベル 3 の運転自動化の実現，一般道では主要幹線道路

で直進可能なレベル 2 の運転支援の実現が期待されている．社会実装にあたり内

閣府が主導する SIP 自動運転実証実験において効果検証が行われており，2019 年

から始まった第 2 期の実証実験では東京臨海部で無線通信による信号情報の利用

実験などを始め，交通環境情報を多用途に展開するための要件や仕組みについて

検討が進められている．  
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 他方，公共交通としての移動サービスの運転自動化にあたっては，図 2-8 に示

すように 2020 年頃に実現する自動運転像として限定地域での無人自動運転移動

サービスの実現が図られている．比較的単純な ODD（廃線跡などの狭い走行環境）

で，1 人による遠隔監視の下自動運転システムが操作を行うことが最低条件とし

て挙げられている．  

 こうした限定地域での無人自動運転移動サービスの実現にあたっては，公道で

の実証実験が重要であるが，実証実験実施に向けた法整備が進んでいる．例えば

警察庁が 2017 年に策定した「遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道

路使用許可の申請に対する取扱いの基準」は，運転者が実験車両の運転席に乗車

しない公道での実証実験が道路交通法第 77 条の道路使用許可の対象行為となり，

道路使用許可を受けて実験を実施することを可能にした．また国土交通省が 2017

年 2 月に道路運送車両法に基づく関係法令を改正し，ハンドルやアクセルペダル

等がない車両を公道走行できるようにしたほか，2020 年 4 月の改正では無人自動

運転移動サービスや実証実験以外の場合にも適用されるようになった．合わせて

2020 年 4 月には道路運送車両法および道路交通法が一部改正され，運転自動化レ

ベル 3 に対応した制度整備がなされている．  

 しかし，限定地域についてもその走行環境によって運転自動化の難易度は異な

る．また走行環境ごとに求められる技術や要素が異なることから，実証実験およ

び社会実装にあたっても類型別に対応していくことが重要である．  

また走行環境の類型別に実証実験の事例と事業者へのヒアリング調査に基づい

た内容を整理したロードマップを図 2-9 に示す．類型 B のような ODD の狭い地

域では低速の小型モビリティの 1:N の遠隔操作・監視が実現しており，また交通

環境がある程度整った類型 D の，お台場やみなとみらいなどの都市でもタクシー，

バスによる技術実証が行われている．今後は類型 A，B では遠隔操作および監視

を中心とした自動運転サービスの実施，類型 C～D の交通量が多い走行環境では

車内に保安運転手をつけた状況下での実証実験が予定されており，無人自動運転

移動サービスの実現は中山間地域のみならず都市部でも検討が進んでいる様子が

伺える．  
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図 2-8 無人自動運転移動サービスの走行環境の類型化 62) 

（画像出典：自動走行の実現に向けた取組報告と方針  Version4.0  p.8 図 1）  

 

図 2-9 無人自動運転移動サービスの実現・普及に向けたロードマップ 62) 

 （画像出典：自動走行の実現に向けた取組報告と方針  Version4.0  p.13 図 5）  



第 章 本研究における用語の定義と分析対象の整理

2.3.2 自動運転の普及による都市交通への影響の検討  

前項より，自動運転車の社会実装は都市部においても実証実験，法整備を含め

て検討が進んでいるものの，実際の都市交通へ導入された際には様々な影響が生

じることが予想される．こうしたなか，国土交通省都市局の都市交通における自

動運転技術の活用方策に関する検討会において，表 2-2 に示すように都市交通，

街路・道路空間，交通結節点，駐車場のそれぞれについて，自動運転車がもたら

す効果と問題点について整理がなされている．  

表 自動運転社会下の市街地で想定される効果と問題点

都市交通については，無人自動運転によりドライバー不足の解消と交通弱者へ

の移動手段提供の効果が想定される一方，高い利便性を提供する自動運転が居住

地選択等に影響し，市街地の無秩序な拡大やスプロール化が進み，我が国が目指

す集約型の都市構造と相反する結果を生み出す可能性が指摘されている．街路・

道路空間については，公共交通の円滑性や効率性を高め，車間距離の縮小や路上

駐車の減少により効率的な空間利用が期待される．しかし Door-to-Door の個別移

動需要が高まることで，道路上での乗降が増え渋滞の発生につながる可能性が指

摘されている．同様に個別移動の送迎車の増加は，交通結節点においても交通処

理能力の低下を引き起こし，周辺道路への影響を及ぼすことが考えられる．一方
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で車両の待機スペースや駐車場については，自動運転の利点を活かしてより効率

的なレイアウトに出来，余剰スペースを別の用途に転用することが考えられる．

ただし，シェアリングエコノミーの普及でカーシェアリングサービスが多く利用

された場合，不要な駐車場が増えることからその空間の効率的な活用方法の検討

が求められる．  

 このように，自動運転の普及は車道や駐車場の削減により効率的な空間利用，

新たな価値付加に寄与する一方で，道路上での個別移動が増加し周辺交通で渋滞

が生じるなどの影響を及ぼす可能性がある．特に，車道や駐車場の削減について，  

前述の通り WSP 社の報告によれば無人自動走行により駐車スペースが削減され

既存市街地の 15～20％程度の新規開発が望めることや，Regional Plan 社の報告 64)

では 2027 年以降に高レベルの自動運転車が普及して道路容量が減少し，道路空

間が再構築されオープンスペース等の確保が可能となっている．  

 以上より，自動運転に係る取組動向を整理すると，まず都市部でも無人自動運

転移動サービスの社会実装に向けた取組と法制度の整備が進み，限定領域の狭い

走行環境では小型モビリティの 1:N の遠隔操作・監視による無人運転が実現して

いる．一方で自動運転の普及による都市交通への影響については，自動運転車の

社会実装により道路空間の再構築が行われ，交通容量や駐車場を減らしその分の

空間を別の用途に転換できることが期待されている．しかしながら個別移動の増

加により道路上での乗降が増え，渋滞を引き起こす原因となる可能性が指摘され

ており，こうした問題への対応策が求められている．  
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2.4 本研究における分析対象の整理  

 2.2 節より，道路空間再配分に係る道路政策と現状の取組動向を踏まえると，自

動車の空間を減らして別の用途の空間転用を行い，道路及び沿道の新たな価値向

上が目指されていることが明らかになっている．他方 2.3 節においても，自動運

転車の社会実装は車間距離の縮小や路上駐車の減少，シェアリングによる駐車場

需要の低下により，道路空間の再構築が行われることが指摘されている．したが

って，今後の道路空間では多様な利用者の共存を目的とした道路空間再配分の取

組の後も，自動運転車の社会実装に起因して道路空間の変化が生じ，改めて自動

車と人の空間の利用配分について見直されていくことが予想される．一方で自動

運転車が道路交通に与える影響については不明瞭な部分があり，特に自動運転車

の社会実装は個別移動の増加により道路上での停車需要が増加し，渋滞発生の原

因となりうることが指摘されている．したがって，停車需要の観点から交通円滑

性を評価することも重要である．  

 このように，多様な利用者の共存を目的とした道路空間再配分における課題に

加え，自動運転社会下では自動運転車の社会実装に伴う新たな課題が生じること

が予想される．そこでまず現状における道路空間再配分の課題を明らかにし，仮

想の道路上での自動運転車のシミュレーション分析を通じて，将来の道路空間再

配分の課題を明らかにしようとする点に本研究の狙いがある．  

 他方，自動運転車の社会実装における課題については，路車協調システムによ

る自動走行の正確性・安全性や自動運転車の動力源となるエネルギーの問題，走

行中に制御不能となった非常時の対応，判断の妥当性などの課題が挙げられる．

上記は自動運転社会を見据えた際に解決すべき課題であるが，本研究はそれらを

検討する上でも重要となる道路の設計・デザインに分析対象を絞り込むことで，

今後の自動運転車の社会実装に資する知見を得る研究であると位置づけている．  
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2.5 本研究における用語の定義  

2.5.1 本研究で扱う道路空間再配分の定義  

本来，道路空間再配分とは「道路上の任意の空間をこれまでとは異なる別の用

途として利用する空間に転用する」ニュアンスで使われる用語であり，様々な解

釈の余地がある．そこで本研究では基本的には道路空間の車道部において，自動

車の走行以外の用途に空間を転用する場合を道路空間再配分として扱うものとし

て定義する．さらに車道部の中でも特に歩車道の境界となる路肩に着目し，路肩

の空間が広がるほど自動車の空間を確保し，路肩の空間が狭まるほど自動車以外

の空間へ再配分されたものとして扱う．なお再配分については図 2-11 のような時

空間的なシェアによる方法や，道路外への再配分についても扱うが，高架下の空

間の利活用の方法などについては対象としていない．  

図 本研究の基本的な道路空間再配分のイメージ

図 時空間的なシェアによる道路空間再配分のイメージ
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2.5.2 本研究で扱う自動運転車の定義  

 本研究では，2.3.2 項で述べた道路上での個別移動および停車需要の増加に着目

して分析を行うことから，想定する自動運転車の利用形態についても図 2-12 のよ

うな Door-to-Door の移動を行うタクシーのような利用を想定する．現状は「自動

車の保管場所の確保等に関する法律」（以下，車庫法）で，「道路上の場所以外に

おいて，当該自動車の保管場所を確保しなれければならない（第三条）」とあるよ

うに，自動車所有者は自身で駐車スペースを備える義務がある．したがって，目

的地での乗降を除けば基本的に車の乗降は車庫または住居近くの駐車場で行われ

ている．しかしこれからの時代は 2.3.2 項で述べたようにカーシェアリングサー

ビスの普及により駐車場の需要が低下するほか，前述の通り個別移動が増加する

ことが予想される．またこの場合，自家用車，カーシェア，タクシーの全てに共

通するのは無人運転者による送迎が最も利用者目線で利便性が高いと考えられる．

以上を踏まえると，車両の所有形態に関わらず道路上での乗降を前提とした

Door-to-Door の個別移動の需要が高くなることが考えられるため，本研究では自

動運転車の利用形態を路上でタクシーのような乗降を行う車両と定義した．  

 また車両について，自家用車の所有の場合は自動駐車または呼び出しにより送

迎を行い，カーシェアやタクシーの場合は専用デポから出発し，路上で待機せず

次の送迎に向かうか駐車場へ自動駐車するものとして扱うため，所有状態による

区別は生じない．なお完全な自動運転社会下では車車間通信，路車間通信等が整

備されコネクティッドカーのような挙動を取ることが想定されるが，本研究では

現状の都市空間に自動運転車が入ることでどのような影響を及ぼすかを明らかに

するため，現状の道路機能のまま，車両がレベル４の自動運転車に移行すること

を想定する．このとき，車両はシステムによる遠隔操作・監視下にあり，運転計

画や車両の運行管理は AI によって規定される．  

 配車方法については，現状のタクシー営業を踏まえると，流しやハイヤー（予

約），配車アプリなど様々な方法が考えられるが，本研究で用いるシミュレーショ

ン上ではこれらについて方法は問わない．またタクシーの無人化に伴い保安運転

手がいなくなることで乗り換え時間が増減することが考えられるが，本研究では

この影響については考慮しないものとする．  
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図 本研究で想定する都心部での自動運転車の利用形態
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3．  道路空間再配分の取組の課題の把握  

3.1 本章の概要  

 今後の道路空間再配分のあり方を検討する上では，まず現状の取組状況につい

て詳細に把握する必要がある．そこで本章では，実際に交通社会実験で行われた

道路空間再配分の取組を扱い，実験に関わった自治体へアンケート調査を行った．

その上で，取組の分類及び実態の把握と，取組における課題について整理する．  

 3.2 では，本分析における基礎概念の整理として，調査対象について述べる．  

 3.3 では，アンケートの概要とアンケートの基礎的な集計結果を述べる．  

 3.4 では，社会実験の評価要素や取組の定着化に関する要因，道路空間再配分の

取組における課題を把握し，取組ごとの狙いについて整理する．  

 3.5 では，まとめとして，本章の分析から得られた道路空間再配分の取組の課題

を踏まえ，現状の道路空間再配分の取組の実現に向けた方向性について関連施策

を整理する．  
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3.2 本分析に関する基礎概念の整理  

3.2.1 対象とする道路空間再配分の取組事例  

本研究では，「自動車の空間を自動車以外の多様な利用者へ再配分すること」を

道路空間再配分の定義としており，その中には空間整備により形態を変化させ歩

車分離を行うものと，時間帯によって空間利用の形態を変化させるものの 2 種類

がある．したがって，歩道部でのみ行われるオープンカフェの設置などの取組は

本研究では扱っていない．  

また，本研究で対象とする具体的な取組を表 3-1 に示す．道路空間再配分後に

空間が割り当てられる利用者として想定される利害関係者については，歩行者，

自転車，荷捌き，公共交通（バス・路面電車やタクシーなど）の 4 種類と定義し，

これらを本研究における道路空間再配分の取組目的として扱っている．  

表 本分析で対象とする道路空間再配分の取組
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3.2.2 本研究における社会実験の位置づけと合意形成の考え方  

本研究では，自動車の空間である車道を転用する道路空間再配分の取組事例を

収集するにあたり，実際の道路上で取組が行われ，また事例数の蓄積が多い交通

社会実験の事例を扱う．交通社会実験は，不特定多数に対し実体験に基づく案の

検証ができ，社会資本整備事業の合意形成を支援する市民参加型の手法の一つで

ある．しかし，事業の目的や規模により，関係する利害関係者の種類や範囲もま

た異なってくる．そこで本研究で交通社会実験を扱うにあたり，土木学会が発行

している市民合意形成ハンドブック 65)の内容を踏まえ，道路空間再配分の取組に

おける合意形成の基礎的な考え方について整理を行う．まず図 3-1 に社会資本整

備事業の事業段階とそれに対する社会実験の位置づけを示す．

図 社会資本整備事業の段階的な事業段階と社会実験の位置づけ

社会資本整備事業を構想段階，計画段階，設計段階，事業段階，運用・維持管

理段階の 5 段階で表す際，各段階で図られる合意の内容を図 3-1 に示した．社会

実験の実施は，各事業段階においてそれぞれ合意形成を促す効果があるが，具体

的な取組の内容を決定する計画段階・設計段階や，合意形成を図る事業段階につ

いては特に発揮できる効果が大きいことが指摘されている．これは，社会実験の

ような取組は直接的な市民参加を図れることから，具体的な意見や要望を把握し，

計画や設計に反映することができるからであると考えられる．  

なお，本研究における取組の定着化とは，事業実施のための合意を経て，運用・

維持管理に関する合意が得られた段階としている．したがって，本格的な道路整

備事業のほか，歩行者天国などのイベント活動の定期化など，取組が仮設の状態
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から本格的な実施へと移行した段階にある事例が該当する．  

次に一般的に社会資本整備事業における関係者においては，その事業規模や内

容により関係者の構成も異なるが，本研究では道路空間再配分に係る主な関係者

として，次の 3 つの主体を扱う．

⚫ 地元市民・企業：地元住民，地元商店街を中心とした団体，地域のまちづくり

協議会などの直接の利害関係者

⚫ 行政機関：国・地方公共団体などの道路管理者や，警察・公安委員会などの交

通管理者など

⚫ 第三者組織：NPO や市民組織などの地元および行政とは異なる第三者として，

取組における議論のまとめ役やアドバイザーを担う人物・団体・委員会など

表 事業規模別の協議会と対象者の関わり

表 3-2 に社会資本整備事業を規模別に分類し，市民層と関係者の関わり，市民

と行政の関与についてまとめたものを示す．まず対象事業に着目すると，道路空

間再配分は主に地区・地点レベルで行われるため「身近な都市施設整備」として
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の社会資本整備事業として位置づけられる．この分類においては主に WS や社会

実験など，利害関係者が直接体験や討議に参加できる形での合意形成手法が用い

られることが多い．その他の方法として，広報誌や HP など，ネットやメディア

を活用し情報公開やニーズの把握を行う間接参加の手法も合わせて用いられるこ

とがある．一方，他の都市・地区レベルや広域・都市レベルの社会資本整備事業

では，より広範囲の市民や関係者を巻き込んだ合意形成や意思決定を図る必要が

あることから，パブリックインボルブメント (PI)などの方式が採用されることが

あるが，本研究が対象とする道路空間再配分の事業については身近な地区内企業

や地区住民などの市民層が対象となる．  

次に協議会と対象者である市民層，行政機関，第 3 者機関の関わりについては，

市民層及び行政機関が問題・課題を提起し，NPO のような第 3 者組織を中心に事

業の発意を行うタイプ「第 3 者組織主体型」，市民層と行政機関が一体となり運営

企画が行われる事業のタイプ「行政市民一体型」，行政機関が主導して運営企画を

行う事業のタイプ「行政主導型」の 3 種がある．基本的には広域かつ大規模な社

会資本整備事業ほど行政が主導して市民層に参加呼びかけを行い，合意形成を実

施して最終的な意思決定を行う行政主導型の形態をとることが多い．またまちづ

くり構想や計画などでは行政が起点となり共同で合意形成・意思決定を進める行

政市民一体型の形態をとる．そして道路空間再配分のような身近な都市施設整備

については，市民及び行政から提起された問題・課題を第三者組織が発意し，そ

の第三者組織が主体的に市民層への呼びかけ，合意形成，意思決定を主導する第

三者組織主体型の形態をとることが多いとされている．   

 以上より，本研究で扱う道路空間再配分の取組では，主な市民層としては地区

内企業や地区住民などの主体を扱い，第三者組織を主体として取組が進むような

事業規模を想定している．なお都市部での道路空間再配分の取組および道路整備

は，地域内の道路交通や土地利用に影響を与えることから行政や地区内企業，地

区住民以外の関係主体などにも影響を及ぼすという見方も考えられるが，関係者

が広範囲に広がるほど多様な利害関係が生まれ，合意形成が困難となることが考

えられる．したがって，道路空間再配分の取組でも事業規模が大きく，広範囲に

わたって関係者の合意形成が必要となるものについては対象としていない．  
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3.3 交通社会実験を対象とした道路空間再配分の取組の実態調査  

3.3.1 アンケート調査概要  

本節では，道路空間再配分に関する社会実験の取組状況や取組の定着化に向け

た要件・課題について整理するため，全国の地方自治体を対象にアンケート調査

を実施した．アンケートの調査概要を表 3-3 に示す．  

表 アンケート調査概要

アンケートは，2017 年 11 月 6 日～22 日の間に調査票を郵送し，12 月 31 日ま

でに返送があったものを採用した．本研究では，各都道府県において都心部に位

置づけることのできる，政令指定都市および東京都 23 区，中核市・特例市の，商

業地の車道部において自動車以外の利用者の空間づくりを行う事例を対象とした．

またアンケートの回答率を上げる，2002 年～2017 年の 15 年間を一区切りとし，

その期間に行われた実験事例を対象とした．なお同一の取組における実験につい

ては最新のものを対象とした．実験事例を抽出する上では，「（都市名）+キーワー

ド」でインターネット検索を行いヒットした事例や，国土交通省ホームページ 66) ，

道路行政セミナー 67)を用いた．また実験内容に関しては，各社会実験の広報用チ

ラシや，各自治体のホームページなどを参照し，情報の補足を行っている．その

結果，56 都市 81 事例を対象に調査票を配布し，58 事例で回答を得た．このうち

回答が不十分である事例を除外し，本研究では 50 事例を分析対象としている．  
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表 対象とした社会実験事例（
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3.3.2 基礎集計結果  

アンケート項目 (2)～ (5)の基礎集計結果を図3-2に示す．表3-3に示した回答項目

のうち，実験のきっかけ・実験中の取組体制・実験への評価・取組の定着化の進

捗状況に関する4つの項目で集計を行った．実験のきっかけに関する回答では「行

政計画の検証」(23件 )が最も多く，実験中の各主体の役割に関する5段階評価につ

いては「実験を通して中心的な役割」とした回答が行政機関では82％となり，両

設問より行政機関が社会実験を主体的に行う事例が多い傾向にあることが明らか

になった．また，実験の評価に関する回答では「目標を概ね達成し，結果に満足

している」とした回答が最も多く (30件 )，全体として実験に課題を残しつつも満

足度は高い傾向が見られた．取組の定着化の進捗状況に関する回答では，「本格実

施により取組が定着化」(27件 )が，「本格実施を予定」(2件 )と合わせて全体の過半

数を超えている．  

 

図 3-2 アンケート基礎集計結果：項目(2)～(5) 
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なお実際に定着化に至った取組事例について，表3-5に示す．定着化に至った27

件の取組のうち，自転車に関する取組が14件と最多で，次いで歩行者に関する取

組が11件であった．内訳として多いものは，既存の車道空間の一部を自転車・歩

行者の空間として再配分する「自転車レーン・ピクトグラムの設置」や「歩道の

拡幅整備」であり，車道部に自動車以外の専用空間を創出する「自転車道の創出」

や「歩行者専用道路化」などの取組はまだあまり多くないことが分かった．  

 

表 取組が定着化した事例一覧（複数回答可）
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3.3.3 取組目的に基づく類型化  

対象事例 50 件の特徴や傾向を客観的に分析するため，表 3-4 に示した取組目的

をもとに，数量化 3 類による分析とクラスター分析を行い，定量的に類型化した．

その上で類型ごとの主たる空間活用のねらいや特徴，傾向を明らかにする．  

類型化にあたり，まず各事例が歩行者・自転車・荷さばき・公共交通に関する

取組を行っているか否かを 1 と 0 で表し，数量化 3 類を用いてカテゴリースコア

の算出を行った．表 3-6 に数量化 3 類による分析結果を示す．  

表 3-6 数量化 3 類結果 

 

 

 続いて，算出されたカテゴリースコアを用いて，ウォード法によるクラスター

分析（ユークリッド距離）を行った．クラスターの内のサンプル数がなるべく等

しい数になったところでデンドログラムを切断し，図 3-3 のクラスターを得た．

その結果，複数の取組目的を複合的に実施している類型である，公共交通に関す

る取組を実施したクラスター「CL1：公共交通利用タイプ」，荷さばきに関する取

組を実施したクラスター「CL2：荷さばき利用タイプ」の 2 類型と，一つの取組

目的のみを実施している類型である，歩行者に関する取組で構成されたクラスタ

ー「CL3：歩行者中心利用タイプ」，自転車に関する取組で構成されたクラスター

「CL4：自転車中心利用タイプ」の 2 類型の合計 4 類型が抽出された．以上の類

型化の結果を表 3-7 に示す．  
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図 3-3 クラスター分析による類型化  

表 3-7 クラスター分析結果  
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3.4 道路空間再配分の取組の特徴・傾向の把握  

本節では前節で抽出した 4 類型について，その主たる空間活用のねらいや特徴・

傾向について把握する．本研究では，特徴や傾向の違いを明らかにするため，実

験の評価要素の抽出，取組の定着化において重要な人物・要件の抽出，道路空間

再配分の取組における課題の把握，以上 3 項目の観点から把握した．  

3.4.1 実験の評価要素の抽出  

アンケート項目 (4)より，実験への評価の理由に関する回答を用い，道路空間再

配分の社会実験においてどのような点が評価要素となっているかについて把握す

る．回答が得られた 44 事例の実験への評価を KJ 法に準じる方法で分類しまとめ

た結果を図 3-4 に示す．その結果，実験の主な評価要素として，「実験で生じた効

果に関する評価要素」，「実験を通じた取組体制への影響に関する評価要素」の 2

種類が抽出された．また実験を通じて取組が定着化したことを評価要素とする回

答も見られた．  

 

図 3-4 実験評価の回答に関する評価要素(N=44) 

「実験で生じた効果に関する評価要素」では，主に社会実験で効果検証に用い

られた交通量調査やアンケート調査の結果に言及するテキストが多く見られた．

このことから，交通への影響やアンケート調査による市民を始めとした利害関係

者の意見・満足度が実験への評価に影響している傾向があることが分かった．類
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型別では，実験実施により賑わいや憩い空間の創出ができたことを評価するテキ

ストが歩行者中心利用タイプに特に多く見られた．一方で，道路空間上の交通安

全性が向上したことを評価するテキストが自転車中心利用タイプに多く見ること

ができることから，これらの 2 類型には主たる空間活用のねらいに違いがあるこ

とが伺える．  

「実験を通じた取組体制への影響に関する評価要素」では，社会実験の実施に

より効果検証が出来たこと，実験前には分からなかった課題を把握できたことを

評価しているものや，取組に対する地元の機運の向上や，各主体の結びつきが強

くなることなど，取組体制の強化を評価していることが見られた．  
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3.4.2 取組の定着化において重要な人物・要件の抽出  

本項では，取組の定着化において重要な人物・要件の抽出を行う上で，取組の

定着化におけるキーパーソンと，取組の継続が不調に終わった理由を整理する．  

 

図 3-5 取組の定着化におけるキーパーソン(N=43) 

アンケート項目 (6)より，取組の定着化において重要なキーパーソンとその選定

理由について 43 件の回答を得た．キーパーソンを類型別にまとめたものを図 3-5

に示す．公共交通利用タイプおよび歩行者中心タイプでは，キーパーソンを地元

市民・企業とした回答が多く得られた．地元市民・企業をキーパーソンとした選

定理由について，再配分を行う沿道住民の関心が高く，合意を図る上で重要にな

ることや，再配分空間を実際に活用する沿道事業者の存在も重要であることが指

摘されている．また，行政機関をキーパーソンとした回答は自転車中心タイプが

最も多く，自転車に関する取組においては行政機関の役割が取組の定着化におい

て最も重要であることが分かった．特に，道路空間再配分においては交通管理者

である警察・公安委員会との協議が重要であることが指摘されている．一方，NPO・

市民組織や学識者については，公平性のある立場から道路を利用する多様な利用

者をまとめる役割が求められており，地元市民・企業や行政機関などの意見を中

立的な立場から取組に取り入れることが重視されていることが分かった．  
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表 3-8 取組を中断・断念した理由(N=7) 

 

アンケート項目 (7)より，取組を中断・断念した理由について 7 件の回答を得た

（表 3-7）．各類型に共通して，荷さばき問題や集客減を懸念する地元商店街から

の反対や，取組による交通量の想定以上の増加もしくは想定以下の利用・交通抑

制などが取組の断念につながっていることが分かった．しかし，このような中断・

断念の理由は必ずしも実験の成否に繋がるものではない．例えば，予算面で当初

の想定以上のコストがかかることから断念している事例 (a6)のように，社会実験

を通じて取組の問題点などを把握し，不適切な政策・整備を未然に防ぐことも重

要である．  

  



第 3章 道路空間再配分の取組の課題の把握 

66 
 

3.4.3 道路空間再配分の取組における課題の把握  

 アンケート項目 (8)より，道路空間再配分の取組における今後の課題を把握する．

分析対象は，アンケート項目 (5)において「本格的な実施により定着化」「本格的な

実施を予定」「現在も取組を継続中」と回答とした事例とし，各回答のテキストを

KJ 法に準じる方法で分類しまとめたものが図 3-6 である．分析結果より，「主体

間の連携・合意形成」「道路構造・交通処理」「予算・制度や法令」「取組の運用・

維持管理」「取組の周知・理解促進」「都市空間の質的向上」「通行空間の安全性」

の 7 つの要素が抽出された．  

 

図 3-6 道路空間再配分の取組における今後の課題（N=40） 

まず各類型に共通して，交通量の多さや，路上荷さばき車や公共交通関連の事

業者など，多様な利害関係者が混在する都心商業地特有の道路上の課題があるこ
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とが分かった．その上で，地元商店街などの利害関係者や交通管理者である警察

など，広域的かつ多様な主体間の連携・マネジメントが重要であるとする指摘が

多く見られた．また予算や制度・法令に関する課題として，多目的な空間活用を

行うための制度面の充実，法改正の期待や，整備効果や便益の算出方法が確立し

ていないことにより予算措置や市民説明が困難であることが挙げられた．  

 類型別では，荷さばき利用タイプおよび歩行者中心利用タイプにおいて，空間

の活用方法や，維持管理のための役割分担，維持管理手法を決めていくことを課

題とする回答が見られた．また歩行者中心利用タイプと自転車中心利用タイプで

は，取組の周知や理解促進を図るため，事業の必要性の PR 活動や，交通シミュ

レーションなどの手法を社会実験と組み合わせ，十分な検証を行うことにより，

合意形成に向けて取組への理解を深めてもらうことの重要性を指摘する回答など

が見られた．  

更に，公共交通利用タイプ，荷さばき利用タイプ，歩行者中心利用タイプでは，

賑わいの創出や公共交通の利便性の向上など，都市空間の質的向上に関する課題

が多く見られた．一方，自転車中心利用タイプでは，車道部での自転車と車の共

存や，自転車の走行空間の安全性の向上など，通行機能の高質化を課題とする回

答が多いことが分かった．  
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3.4.4 類型別の主たる空間活用のねらい  

これまでの分析結果を踏まえ，取組の類型別の主たる空間利用のねらいをまと

めたものを表 3-9 に示す．公共交通利用タイプ，荷さばき利用タイプ，歩行者中

心利用タイプにおいては，賑わい創出や憩い空間の創出などの多目的な空間利用

を通じ，歩行者空間および滞留空間の拡大に向けた取組を行っている．一方で自

転車中心利用タイプは，通行機能の高質化を図る事例が多いことから，他の 3 類

型とは主たる空間活用のねらいが異なることが明らかになった．なお，公共交通

利用タイプについては，多目的な空間利用をねらう一方で，公共交通の利用促進

や利便性の向上を図っている事例が多く見られた．  

 

表 類型別の主たる空間利用のねらい
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3.5 本章の総括  

3.5.1 交通社会実験を通じて明瞭化した道路空間再配分の課題  

本章では，都心商業地での道路空間再配分の社会実験 50 事例について，基礎集

計や取組目的に基づく類型化を行い，実験内容や現在の取組状況のほか，取組の

主たる空間活用のねらいや特徴，傾向を明らかにした．まず道路空間再配分の社

会実験は，行政計画の検証や地元からの要望，交通問題の解消などを目的とし，

多くの事例で行政が中心となって地元や第三者組織と連携し，課題を残しつつも

概ね高評価であったことが分かった．また約半数の取組が，実験後に本格的な実

施に至り定着化しているが，車道部に自動車以外の専用空間を創出する取組の定

着化の事例はまだあまり多くないことが分かった．そして社会実験では，取組を

実施した際の交通および利用者への影響だけでなく，取組実施時の課題の把握や，

実験を通じて取組体制を強化することも，実験の評価に結びついていることが分

かった．更に，取組目的により，主たる空間活用のねらいにおいて，歩行者空間・

滞留空間の拡大を図るものと，通行機能の高質化を図るものとに分けられること

が明らかになった．  

取組の定着化においては，沿道住民・事業者などの地元市民・企業や，道路管

理者・交通管理者などの行政機関が取組の定着化に向けたキーパーソンとなるこ

とが多く，前者は荷さばき利用タイプ，歩行者中心利用タイプに多く，後者は自

転車中心利用タイプに多く見られた． 一方で，沿道事業者などの地元との合意形

成の不調や，交通への影響の大きさなどが取組の中断・断念理由となっているこ

とが分かった．  

 道路空間再配分の取組における課題としては，都心商業地特有の道路上の問題

が指摘されており，それに伴い特に交通面での広域的かつ多様な主体間の連携・

マネジメントが重要であるとする指摘が多く見られた．そのほか，取組の理解促

進や継続的な維持管理方法が課題であることが分かった．また道路空間再配分を

行う上では，予算措置の問題や制度・法令上の問題があることから，道路空間再

配分による便益算出方法の確立や，道路の利活用に関する制度面の充実や法改正

が期待されていることが明らかになった．  
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3.5.2 道路空間再配分の実現に向けた施策フレームの整理  

図 道路空間再配分の実現に向けた施策フレームの整理  

本章の総括として，これまでに得られた道路空間再配分に関する知見と課題を

踏まえ，道路空間再配分の実現に向けた施策フレームの整理と，課題となるポイ

ントについて体系的に整理する．体系図の作成にあたって，これまでに得られた

知見を整理すると，下記の要件に整理できる．  

⚫ 局所的でない，広域的な視座からの計画策定が必要  

⚫ 交通量・交通機能の面的な再配分の実施が重要  

⚫ 地域特性に応じた階層性の設定が必要  

⚫ 地域住民や交通管理者との合意形成において課題が生じやすい  

特に，面的な再配分の実施にあたっては，道路空間だけでなく，周辺の沿道土

地利用にも影響することが考えられる．また，交通と土地利用は互いに影響を及

ぼしあうことから，交通計画だけでなく，都市計画や土地利用の面からも施策の
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検討が重要であると考えられる．  

以上のことを踏まえ，図 3-7 に体系図を示す．まず，施策フレームについては，

局所的な施策として交通面では道路デザインの設計を挙げた．歩行者優先化を図

るにあたってどのような道路デザインにすべきかについて，通行・滞留空間の環

境や交通安全面を考慮した設計が求められる．また，円滑に合意形成を図るため

に，道路空間再編後の将来像を可視化することが考えられる．既存研究では実空

間上での再現が可能な社会実験のほかに，VR や CG 技術を用いた動画作成など

の方法が挙げられる．また，両者に共通する事項として，アンケートでも指摘が

あった路上駐車や荷さばきの問題がある．路上での荷さばきだけでなく，路外で

の荷さばきを併せた検討が求められる．  

局所的な視座と広域的な視座の中間として，交通面では地区内の交通網の整備

が挙げられる．局所的な道路デザインの変更は，面的に影響を及ぼすことから，

それに対応した交通計画の策定や交通シミュレーションによる検討が求められる．

また，歩行者優先化を図るうえでは，都市内への通過交通の速度を抑制するなど

の施策も考えられる．都市・土地利用の面からは，自動車に依存しない都市開発

による，自動車交通量の削減が挙げられる．鉄道などの公共交通を中心とした都

市開発により，徒歩による生活圏を整備することや，中心市街地のフリンジに駐

車場を配置するなどの施策が考えられる．  

最後に，広域的な視座における整理を行う．歩行者優先のまちづくりを目指す

上では，自動車に依存しない都市を構築し，都市内道路の自動車交通量を削減す

ることが重要といえる．その上で，代表的な交通施策としては，まず LRT や BRT

などの基幹交通の導入や，路線バスのネットワーク再編による，公共交通網の整

備を行うことが考えられる．利便性の高い公共交通網を整備することにより，自

動車から公共交通への交通手段の転換を促し，都市内への通過・流入交通量を削

減することができる．また，バイパス道路や都市計画道路の整備により，都市内

への自動車交通の通過および流入を抑制することも考えられる．また，都市・土

地利用に関する施策として，立地適正化計画制度の活用や用途規制などの変更に

より，開発をコントロールし，集約型の都市構造の構築を行うことが挙げられる．

公共交通網の整備と合わせて，コンパクト・プラス・ネットワーク型の都市構造

を形成することにより，都市内における自動車への依存性が薄まることが期待さ
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れる．  

 またこれらの施策フレームの実現にあたっては分析結果で把握したように，合

意形成や制度面，予算措置，組織構築の課題がある．それに加えて，近年では科

学技術の進展により，自動運転車の導入や，スマートシティなどの社会構想が検

討されている．これらの新技術，社会構想の実現が，道路空間へ与える影響につ

いても十分に考慮される必要がある．  

 以上より本章では，現状の道路空間再配分における取組の実態を把握し，それ

らが抱える課題について明らかにし，現状の道路空間再配分の実現を目指す上で

のフレームワークとして関連施策を踏まえて体系的な整理を行った．分析結果よ

り，道路空間再配分においては合意形成の問題と交通処理の問題が取組の不調に

直結していることが確認されている．こうした問題に対しては，社会実験などに

よって段階的に取組を進め合意形成を図ることが肝要だが，合わせて定量的なデ

ータに基づく提言も重要である．そこで 4 章以降は自動運転社会を見据えた道路

空間再配分の合意形成を図る上で肝要となる定量的なデータを得ることを目的と

した研究を行う．特に 5 章と 6 章では仮想の道路での交通シミュレーションを実

施して分析・検討を行い，自動運転車が都市部の市街地の道路交通へ与える影響

を明らかにする．  
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4．  路上での自動車の乗降のあり方の検討  

4.1 本章の概要  

 自動運転社会下では個別移動・Door to Door の需要が増えることが予想される

ため，乗降を行う路肩のあり方についても見直しが必要である．そこでまず現状

のバス・タクシーの乗降実態を把握し，どのような点が自動運転車の乗降におけ

る課題となるかを整理する．  

4.2 では，都心部で営業する流しのタクシードライバーへのヒアリング調査を

実施し，乗客の道路上でのタクシーの乗降位置を把握する．  

4.3 では，実際に道路上で駐停車するタクシーの様子を記録し，道路交通法に違

反する，違反しないタクシーの乗降記録を行う．  

4.4 は本章のまとめであり，得られた分析結果について整理し，現状のタクシー

が無人自動運転化した際の課題について示す．  
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4.2 道路上でのタクシーの駐停車位置の把握  

4.2.1 ドライバーへのヒアリング調査概要  

本章では，実際に都心部で営業するタクシードライバーへのヒアリング調査を

通じ，タクシー利用者特性の把握や，道路上のタクシーの乗降位置，またドライ

バー目線で乗降時に配慮している点について把握する．  

 調査にあたっては，東京都内で特にタクシー利用者が多く見込まれる千代田区・

中央区・港区・渋谷区・新宿区の 5 区を対象地域とし，流し営業を行っているタ

クシーに乗車し，設定した任意の目的地までの移動時間中にヒアリング調査を行

った．なお，ヒアリング調査にあたっては回答者が運転中であることを十分に注

意し，余裕を持って質問に回答できる時間として，およそ 10 分程度の乗車時間と

なるように目的地を設定した．道路上での乗降にあたっては，道交法違反となら

ないよう十分配慮し，なるべく目的地を車寄せのある建物か，十分な幅員のある

道路の路肩やタクシー乗降場に設定した．  

調査概要を表 4-1 に示す．調査期間は 2019 年 9 月 16 日から 10 月 2 日で，30

名のタクシードライバーに調査を実施し，うち 22 名から有効な回答を得られた．

なお調査では，交通量が少なく，長距離移動が中心となる深夜帯の営業について

は扱っていない．  

表 4-1 ヒアリング調査概要  

 

調査地域 タクシー利用が特に多いと想定される千代田区，中央区，港区，渋谷区，新宿区の5区

期間 2019年9月16日～10月2日

対象 流し営業を行っているタクシードライバー

(1)タクシードライバー歴

(2)営業形態について（流しまたは付け待ち営業）

(3)一日の平均乗降客組数

(4)タクシー利用者の主たる属性

(5)タクシー利用者の平均乗車金額

(6)キャッシュレスでの支払い割合

(7)道路上の乗車位置について

(8)道路上の降車位置について

（交差点部・バス停・路肩・駅前ロータリー・車寄せ）

(9)交差点・バス停での乗降時に気をつけていること

回答数 有効回答者数22名　（調査協力者30名中）

調査項目
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4.2.2 ドライバーへのヒアリング調査結果  

表 ドライバー属性・タクシー利用実態（ ）

(1) タクシードライバー歴 (2) 営業形態について

(3) 一日の平均乗降客組数

(5) タクシー利用者の平均乗車

金額

(6) キャッシュレスでの支払い

割合

表 4-2 に回答者であるドライバーの属性，一日の平均乗降客組数，タクシー利

用者の平均乗車金額，支払い方法について示す．今回のヒアリング調査では，流

し営業を行っているタクシーに乗車しているが，付け待ち営業も行っていると回

答したドライバーが 3 割程度いた．一日あたりの平均乗降客組数は 30 組～39 組

程度と回答したドライバーが 5 割を占めた．調査項目 (4)より，どのような人がタ

クシーを利用しているかと尋ねたところ，9 割のドライバーがサラリーマンと回
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答したほか，少数の回答ではあるが外国人を中心とした観光客，ホテル宿泊客，

買い物目的の主婦という回答も見受けられた．  

平均乗車金額については1000円または1500円程度とする回答が最も多く，3km

～5km程度の移動が多いことが確認できた．また，支払い方法については現金以

外のキャッシュレスによる支払いが3割を越えるという回答が8割近くを占めるな

ど，キャッシュレス方式の支払い方法が普及している様子が見受けられた．  

表 道路上の乗降位置について（左：乗車・右：降車）

交差点部  (N=22) バス停  (N=22) 

    

路肩  (N=22) 
駅前ロータリー・車寄せなど

(N=22) 

    

 

続いて，ドライバーが道路上での乗車・降車を行う際，道路上のどの位置で，

どのくらいの割合で停車を行うかについて回答を得た結果を表4-3に示す．結果よ

り，乗車降車ともに選択されやすい位置は横断歩道や信号の前後を含めた交差点

部であり，5割以上の確率で交差点部付近に停車すると回答したドライバーが，乗

車時は46%，降車時は36%を占めた．一方，同じ道交法違反となるバス停での停車

については，交差点部に比べると少ない様子が見受けられた．その他，道交法違

反にならない乗降位置として，路肩については，5割以上の確率で停車すると回答

したドライバーが乗車時32%，降車時23%と，交差点部ほどではないものの，道交

法違反とならない路肩での乗降を行っていることが確認できた．  
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道路交通法違反となる交差点・バス停での乗降について，ドライバーがどのよ

うな点に気をつけているのかについて調査を行った．代表的な意見として，交差

点では「乗客に断りを入れて少し先の位置で停車する」（7 件）「周りの車両を見

ながら停車する」（2 件），「自転車や横断者に気を配る」（3 件）といった，周囲の

安全や他車の邪魔にならないことを意識した乗降を行っている回答が得られた．

一方でバス停については「バスが来ていなければ停車する」（6 件）という回答が

ある一方で，「要望があるので停めはするものの，あまり停めたくはない」（9 件）

といった回答があり，クラクションを鳴らされる可能性があることやバスの到着

するタイミングがわからないために，バス停に停車することに消極的な回答も多

く見受けられた．  

以上より，交差点のバス停での乗降については，基本的に乗降時の安全や他車

への邪魔にならないことを優先するドライバーが多く，タクシー利用者の要望に

応えるために努めている様子が伺えた．一方で，バス停については，「いつバスが

到着するか」という面に意識を持っている様子が伺えた．また，道路交通法違反

となることを恐れ「基本的に停車しない，扱わない」とする回答も交差点に関し

て 6 件，バス停に関して 4 件得られた．  

  



第 4章 路上での自動車の乗降のあり方の検討 

80 
 

4.3 タクシー乗降位置の現地調査  

4.3.1 タクシー乗降調査概要  

本章では，道路上で行われるタクシーの乗降を記録し，道路上の乗降位置と乗

降にかかる時間について把握する．  

対象とした路線は，沿道にタクシーの乗降需要が多く見込まれる繁華街および

商業施設が立ち並ぶ新宿通り（都道430号線）の新宿三丁目交差点から新宿二丁目

交差点までの約300mとした．記録にあたっては，対象路線を100mずつに区分して

A～C地区に分け，まずA地区に道路上で停車しているタクシーの様子を巡回しな

がら20分間動画撮影する．撮影後は別のB・C地区へ移動し，再び撮影を行う．こ

れを一日あたり3セット繰り返し，二日間で計6セット行う．各地区で合計2時間分，

合計6時間分動画撮影を行った．その結果，乗車47件，降車78件，計125件を記録

した．なお，乗降にかかった時間の計測については，車両のハザードランプの点

滅の開始または停車挙動に入ってから計測を開始し，ハザードランプの消灯また

は発進時に計測終了とすることを基本とした．  

表 4-4 タクシー乗降調査概要  

 

  

調査

場所

新宿通り（都道430号線）

新宿三丁目西交差点～新宿二丁目交差点（約300m）

調査

場所

2019年9月27日（金）16時～

2019年9月28日（土）11時～

対象 道路上で乗降のために停車したタクシー

記録数 125件（乗車47件，降車78件）
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4.3.2 タクシー乗降調査結果  

調査結果として，記録した道路上の乗降位置を図 4-1，乗降位置別に件数を集

計したものを表 4-5，所要時間を集計したものを表 4-6 に示す．  

表 タクシー乗降調査結果（件数）

乗車 降車 合計 割合

交差点

バス停

適正位置

合計

単位：（件）

図 タクシー乗降調査結果における停車位置のマッピング（ 件）
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表 4-6 タクシー乗降調査結果（所要時間）  

 

 乗降は，乗車時5件，降車時9件，計14件（11.2%）となった．一方，道路交通法

違反となる駐停車位置である，横断歩道や交差点付近および駐停車禁止区間とし

て定められている場所での乗降が 83件（ 66.4%），バス停付近での乗降が 28件

（22.4％）記録された．したがって，本調査においては9割近くの道路上での乗降

が，道路交通法違反となるような位置での乗降であったことが確認できた．   

 表 4-6 に乗降時にかかった停車時間について計測し，集計したものを示す．平

均して乗車には 26 秒，降車には 46 秒ほどかかり，わずかな差ではあるが乗車が

降車よりも素早く乗降を済ませていることが確認できた．停車挙動に入ってから

発信するまでに，最小で 9 秒での乗車と 12 秒での降車が観測されている一方で，

乗車時は 2 分 26 秒，降車時は 3 分 30 秒かかるものも観測された．所要時間が大

きくなる原因としては，荷物をトランクに預けているケースやベビーカーを車内

に持ち込んでいるケース，タクシー利用者が高齢者であるケースが見受けられた．

また，乗降位置によって所要時間が変化するかどうかについても整理したが，特

段大きな差異を確認することはできなかった．  

  

類型 N 平均 中央値 最大値 最小値 標準偏差

乗車全体 47 0:26 0:17 2:26 0:09 0.018

降車全体 78 0:46 0:37 3:30 0:12 0.020

乗車ー交差点 35 0:26 0:15 2:26 0:09 0.020

降車ー交差点 48 0:47 0:40 3:30 0:20 0.021

乗車ーバス停 7 0:29 0:23 0:46 0:17 0.008

降車ーバス停 21 0:39 0:33 1:40 0:12 0.015

乗車ー適正位置 5 0:23 0:18 0:44 0:12 0.010

降車ー適正位置 9 0:58 0:54 1:41 0:20 0.023

単位：分/秒
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4.3.3 自動運転車の路上での乗降空間の検討  

本研究で得られた知見を踏まえ，ロボットタクシーの乗降位置について，道路

交通法については現在の道路交通法に従う趨勢ケースの検討を行う．  

 本研究で仮定したロボットタクシーは，交差点やバス停などの駐停車禁止とな

っている場所での乗降ができないようにプログラムを設定する．したがって，現

状の道路構成のままであれば，現状の 1 割しか停車していない路肩の空間に停車

需要が集中する．このような場合，多くのタクシーが乗降できなくなるため，解

決策としては流し営業ではなく駅前のロータリーや車寄せのある建物などでの乗

降を行うか，配車アプリなどでの無線乗車により，あらかじめ空間の占用を確保

することが必要となる．このとき，道路幅員に余裕があり交通量があまり多くな

いアクセス機能を重視した道路であれば停車需要に対応することができるが，幹

線道路などのトラフィック機能を重視した道路での乗降は，交通流に大きな影響

を与えかねないため乗降を規制することも検討する必要がある．  
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4.4 本章の結論  

本章では，現状のタクシー利用において，道路交通法違反となる乗降に着目し，

都内で流しの営業を行うタクシードライバーへのヒアリング調査を行った．ヒア

リング調査では，道路交通法違反となる場所での乗降に関して，周囲の安全や他

車の邪魔にならないことを意識しつつも，タクシー利用者の要望に応えるために，

特に交差点での乗降を行っていると回答したドライバーが多く見受けられた．ま

た，実際の道路上でのタクシーの乗降位置について動画撮影を用いて記録したと

ころ，9 割近い乗降が道路交通法違反となり，特に交差点付近での乗降が 7 割弱

を占めた．  

 以上より，現状のタクシー利用は多くのケースにおいて道路交通法違反となっ

ており，本研究で仮定するロボットタクシーの場合には，道路上での乗降を行う

ことが出来ないケースが頻出することが予想される．また，現在はタクシードラ

イバーによって荷物の積み下ろしや高齢者や身体の不自由な方および泥酔者への

対応が行われているが，ロボットタクシーに移行した際は，基本的にドライバー

は不在であるため，現状以上に乗降にかかる時間が増大する可能性もある．  

これからの技術革新により，ロボットタクシーの性能が向上して解決可能な課

題もあるが，停車需要という観点からみると，タクシーを利用する側の課題の解

決には都市計画・交通計画的なアプローチが求められる．  
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5．  自動運転車の路上での乗降が道路交通に与える影響の評価  

5.1 本章の概要  

 前章では自動運転車の乗降における課題について整理したが，乗降を行う路肩

のあり方についても見直しが必要である．仮想エリアでのミクロ交通シミュレー

タを行い，道路種別や路肩に設置する乗降場の形状が周辺交通に与える影響を定

量的に把握する．  

5.2 では，本分析における基礎概念の構築と，本研究で用いる待ち行列モデルに

ついて述べる．  

5.3 では，単路に路肩を設置し停車して乗降を行う際の自動運転車の道路交通

について，交通シミュレーションを実施して影響の評価を行う．  

5.4 では，分析結果を踏まえて路肩の整備状況が自動運転車の道路交通へ与え

る影響について考察を行う．  

5.5 はまとめであり，分析結果を整理するとともに，自動運転社会下における道

路上での乗降の課題を述べる．  
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5.2 市街地での自動運転車の乗降環境の検討   

5.2.1 本研究における乗降環境の分類  

本研究における乗降環境について図 5-1 に示す．路上での乗降を前提に，車が

通常走行する空間を (イ )通行空間，歩行者が乗降のために待機する空間を（ロ）乗

降空間とし，駐車を行う空間を（ハ）路肩空間とした．  

通行空間には走行中の自動車に係る環境要素が含まれる．具体的にはその道路

の制限速度や交通量，幅員が対象である．次に，乗降空間には乗降を行う自動車

や人に係る環境要素が含まれる．具体的には，駐車車両が道路全体でどの程度存

在するかを表す駐車頻度と各車両の駐車時間の 2 つが要素として含まれている．

最後に，路肩空間には自動車が物理的に乗降を行う場所に係る環境要素が含まれ

る．具体的には乗降場の長さと，乗降場の形態の 2 つが要素として含まれる．  

図 本研究で扱う乗降環境のイメージ  

乗降場の形態として，図 5-2 に示す 2 種類の路上駐車型とバスストップ型の合

計 3 タイプを考える．道路上に駐車用の空間を設ける場合としてバスストップ型，

路上での駐車を想定して停車帯なしの場合と現状の停車帯ありの場合に分類した．

このとき，停車帯は道路構造令の規定に基づき，幅員は 2.5m とした．バスストッ

プ型，停車帯ありの路上駐車型は路肩空間の分だけ車道部の空間が広い．反対に

停車帯無しの路上駐車型は路肩空間の分だけ通行空間が狭くなっている．これは

路肩空間が自動運転システムにより車道が縮減されたケースを想定している．   
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図 本研究で設定する路肩空間のパターン  

  



第 章 自動運転車の路上での乗降が道路交通に与える影響の評価

5.2.2 本研究で用いる待ち行列モデル  

図 人と車のマッチングの作業フロー  

本研究で用いる分析ソフト TransModeler では，ソフト上で再現する自動運転車

の駐車の挙動の設定にあたり，停車時間の最大値，最小値，平均値，標準偏差の

パラメータの入力が必須である．実際の自動運転車の駐車は，一様ではなく利用

者や車両の挙動によりランダムな駐車時間となることが予想されることから，利

用者と車両のマッチングの様子を Excel の VBA を用いて再現し，自動運転車の駐

車時間を算出した．作業フローを図 5-3 に示す．この時，本研究では利用者が事

前に車両を呼び出し，呼び出した車両に乗車するファストパス方式を想定する．  

また，利用者と車両が同時に到着した場合でも，前の乗客の降車の時間が生じ

るなどしてすぐには発車できないことが考えられる．本研究では，乗車に最低限

必要な時間（以下，乗車時間）として暫定的に 30 秒を設け，駐車時間が乗車時間

を下回らないように設定した (作業フロー [1])．次に利用者と自動車の到着分布を
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算出するにあたり，モンテカルロ法を用いた待ち行列モデルを採用した（作業フ

ロー [2]）．待ち行列を考えるにあたって利用者と自動車の到着分布は式 (1)の指数

分布に則り，到着間隔 1/λ 秒のとき，シミュレーション時の単位時間あたり平均

λ 回駐車が行われるものと仮定した．  

𝑦 = 𝜆𝑒−𝜆𝑥 (1) 

その後，両者の到着分布がマッチング可能かをチェックし（作業フロー [3]），

可能かつ乗車時間を下回っていなければ出発，マッチング出来ない場合は待機す

る．以上のフローで，自動車が乗降場に到着してから発進するまでの経過時間を

駐車時間とし，これを出力値として算出する（作業フロー [4]）．また，本研究で

用いる待ち行列モデルでは，利用者は一度並ぶと抜けることはなく，自動車の待

ち台数に制限を設けていない．以上の設定条件を表 5-1 に示す．  

表 シミュレーション時の設定
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5.3 ミクロ交通シミュレータを用いた路肩空間の検討  

5.3.1 分析に用いるパラメータの設定  

a) 通行空間におけるパラメータ設定  

本研究では，高密度エリアの道路空間における乗降環境を想定する．従って，

道路構造令の道路種別の第 4 種を採用した．同じく級別は計画交通量により分類

され，速度・幅員の値がそれぞれ定められている 68)．本研究では交通量が多く，

都市部において高い乗降需要が予想される第 4 種第 1 級道路および第 4 種第 2 級

道路を採用する．表 5-2 に示すように，時間補正 K 値，重方向補正 D 値を用いて

計画交通量を時間交通量・方向交通量に変換し，設計時間交通量（重方向）を算

出した．本研究では近似値として，第 1 級道路では 500（台 /日），第 2 級道路では

350（台 /日）1 時間あたりの計画交通量としてシミュレーションを行った．また設

計速度と道路幅員についても，道路構造令に基づき設定した．  

 

表 5-2 道路構造令を用いたランク別のパラメータ設定  

 

b) 乗降空間におけるパラメータ設定  

5.2.2 の待ち行列モデルおよび図 5-3 の作業フローに従い，TransModeler のシミ

ュレーションを実施するための停車に係る条件値（最大値，最小値，平均，標準

偏差）を算出する．停車時間の算出にあたっては，総計 15,000 回のマッチングを

試行した．到着間隔 1/λ 秒を示した指数分布において有意水準 5%区間を設け，外

れ値を除いた分布を作成し 14,850 ペアの自動車の停車時間を採用した．  

 なお，5.2.2 の待ち行列モデルで計算した停車時間は本来指数分布をとる．一方

道路種別  第四種道路  

階級  第一級  第二級  

計画交通量 (台 /日 ) 10,000 7,000 

K 値による補正 (台 /時 ) 900 630 

D 値による補正 (台 /時 ) 500 350 

設計速度 (km) 60 50 

道路幅員 (m) 3.25 3.00 
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TransModeler の仕様上，停車時間の設定に係る入力値は最大値，最小値，平均値，

標準偏差のみであり，またこの 4 つの値を用いて正規分布に近似した停車時間分

布となるように強制的な改変が加えられる．したがって，待ち行列モデルで算出

した停車時間分布と TransModeler 上で再現される停車時間分布は必ずしも一致す

るとは限らないが，今回の分析においては暫定的に同一のものとみなし，分析を

行った．  

c) 路肩空間におけるパラメータ設定  

本研究は自動運転車の乗降環境の整備が道路交通へ与える影響を検証すること

から，道路交通を評価する上で旅行速度と遅れ時間の 2 つを評価指標として用い

た．また，次に，路肩空間における停車時間のパラメータについて設定する．停

車については，5.2.2 の待ち行列モデルを用いて到着間隔 1/λ 秒を入力し，停車時

間を決定する．本研究で用いる停車頻度として 5%，10%，15%，20%，30%の 5 つ

をパラメータとして設定した．また停車マスは約 10m 間隔で配置した．加えて，

道路上での適切な乗降環境を検討する上で乗降場の長さに着目し， 100m から最

大 400m までの 4 種類を想定し，停車頻度 10%，20%，30%の場合について分析し

た．パラメータの詳細は表 5-3 に示す．  

なお乗降可能な区間が短く，また乗降場に空きがない場合，車両は駐車挙動を

取らず別の車が停車可能な際に停車挙動が行われ，車両全体で設定した停車頻度

が保たれるように調整が図られる．また停車頻度が 30%を超える場合，設定乗車

時間の 30 秒をほぼ下回ってしまう．加えて車両全体で設定した停車頻度よりも

実際に停車した車両台数が下回るため，頻度 30%を超えた設定での検証は行って

いない．  
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表 5-3 道路・交通流と停車条件のパラメータ 

 

  

道

路  

ラ

ン

ク  

交通量  

(台 /h) 

停車  

頻度

(%) 

停車  

台数

(台 ) 

到着  

間隔  

1/λ 

(秒 ) 

停車時間パラメータ  

最大

値  

(s) 

最小値  

(s) 

平均  

(s) 

標準偏

差  

第  

1 

級  

500 

5 25 144 359 

30 

56.0 53.4 

10 50 72 327 52.8 47.4 

15 75 48 197 40.0 25.1 

20 100 36 127 32.5 10.6 

30 150 24 49 30.1 0.79 

第  

2 

級  

350 

5 18 200 926 

30 

110.0 148.4 

10 35 104 458 64.0 69.8 

15 53 68 247 43.1 32.5 

20 70 51 227 43.2 31.1 

30 105 34 127 32.5 10.6 
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5.3.2 分析条件の概要  

本研究は，自動運転車の乗降環境のシミュレーションにあたりミクロ交通シミ

ュレータである Caliper 社の TransModeler を用いて下記の通り分析した．  

a) 道路ネットワーク作成  

ランクごとのネットワークを作成し，幅員や速度，交通量を規定する新たなリ

ンクを作成し，500m となるよう設置する．この際，セグメントやセンサ，セント

ロイドコネクタを設置する．  

b) Parking の設置  

作成した道路ネットワークに Parking を設置し，乗降場の長さ・形態を調整す

る．また，Parking に駐車時間 (最大値・最小値・平均・標準偏差 )を入力する．  

c) OD マトリックスの作成  

セントロイドコネクタから車両の発生・消滅を，OD 表を用いて再現する．この

際．交通量は表 5-2 に従い，停車頻度の割合に応じて OD を振り分ける．駐車車

両は Parking のセントロイドコネクタが終点となり，停車時間を経過して始点と

なり出発する．  

 

図 5-4 TransModeler の分析画面例  

d) 通行する車両特性の設定  

 本研究で用いるミクロ交通シミュレーションソフトである TransModeler では，

走行する車両の種類や割合の設定や，自動運転走行のレベルについての調整が可
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能である．自動運転走行については，我が国で普及が目指されている無人の自動

運転サービスを想定し，SAE で定義するレベル 4 に設定した．なお TransModeler

で設定が可能な自動運転レベルについては，Lv0（有人運転）から Lv5（完全自動

運転）までの 6 段階が設定されているが，Lv3 以降は今後のアップデートのため

に差別化されておらず，本研究で用いた自動運転 Lv4 は Lv3 のときと同じ挙動を

行う．Lv3 では，車頭距離や車間距離が人間の知覚によらず，道路を走行する車

両全体で調整が図られるほか，加減速が人的要因にかかわらず一定の条件で行わ

れるようになっていることや，車線変更の際にドライバーの意思決定に要する時

間を除外するなどの措置が図られる．しかし，その具体的なパラメータの変化に

ついては言及がないため，本研究では自動運転車の乗降環境を再現するにあたり，

上記の機能によって実現した自動運転モードを暫定的に用いるに留め，厳密な車

両制御のパラメータの設定については言及していない．  

分析においては，走行する車両の種類と割合は初期設定のデフォルト値を用い，

自動運転車普及率 100%で分析を行った．TransModeler における車両発生のパラ

メータのデフォルトは表 5-4 の通りである．車両の定義については，原文をその

まま引用している．  

表 5-4 TransModeler のパラメータのデフォルト値  

 

 

 

車両の種類 割合(%) 車両の定義

Car Low MPR 12.00 High performance passenger cars

Car Mid MPR 48.00 Middle performance passenger cars

Car High MPR 12.00 Low performance passenger cars

Pickup/SUV 20.20 Pickup trucks, vans, and SUVs

Single-unit and 4-axle single-trailer

trucks

5+-axle tractor single-trailer and

semitrailer trucks

Bus 0.30 Buses

Train 0.00 Trains

Motorcycle 3.30 Motorcycles

Bike 0.00 Bicycles

3.20

1.00

SU Truck

Trailer Truck
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e) シミュレーション実行・出力データの収集  

 シミュレーション時間は 1 時間とする．シミュレーション終了後，出力データ

を xlsx ファイルで読み込みデータの収集を行う．シミュレーション時，車両の発

生や挙動はランダムな挙動をとることから，各組合せにおいて 10 回試行し平均

値を採用した．なお本研究では出力データは，一台あたりの遅れ時間と平均旅行

速度を用いた．  
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5.3.3 自動運転車の乗降シミュレーションの実施   

a) 乗降場の形態が道路交通環境へ与える影響の検証  

 図 5-2 および図 5-4 に示した停車帯なしの路上駐車型，停車帯ありの路上駐車

型，バスストップ型の 3 種について，駐車頻度を 5%，10%，15%，20%と増加さ

せたときの道路交通環境へ与える影響についての検証を行う．乗降場の長さは

100m で固定し，第 1 級・第 2 級道路でのシミュレーション結果を箱ひげ図とし

て図 5-5～図 5-8 に示す．  

 結果より，総じて停車頻度が多くなるほど平均旅行速度が低下していることを

確認した．そして，停車帯なしの路上駐車型に比べ，バスストップ型と停車帯あ

りの路上駐車型の方が平均旅行速度は総じて高く，道路交通環境への影響が小さ

いことが確認できた．なお，路肩の幅員が少し広いバスストップ型（3.25m）と少

し狭い停車帯なしの路上駐車型（2.50m）において，平均旅行速度に若干の差が確

認できた（図 5-5 および図 5-7）．  

 平均遅れ時間についても，概ね停車頻度が多くなるほど遅れ時間は増加する傾

向にあり，遅れ時間のバラツキも停車頻度が 20％の際に総じて最大となった．な

お停車帯なしの路上駐車型が平均値としては最も遅れ時間が高い値となり，バス

ストップ型や停車帯ありの場合と比べると駐車車両の処理能力に劣る傾向が見ら

れた．  
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図 5-5 第 1 級：3 タイプの平均旅行速度（乗降場 100m）  

 

図 5-6 第 1 級：3 タイプの平均遅れ時間（乗降場 100m）  
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図 5-7 第 2 級：3 タイプの平均旅行速度（乗降場 100m）  

 

 

図 5-8 第 2 級：3 タイプの平均遅れ時間（乗降場 100m）  
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b) 有人運転と無人運転による影響の検証  

 本研究で用いる TransModeler では，走行する車両について有人運転を想定する

ものと，無人運転として自動運転走行を想定するものとして，自動運転のレベル

を調整することが可能である．本項ではこの運転レベルによる影響を明らかにす

るため，第 1 級道路の平均旅行速度を用いて検証する．  

図 5-9～図 5-11 に示すとおり，自動運転 (Lv4)の設定で行ったシミュレーション

値のほうが，有人運転 (Lv0)の設定で行ったものよりも値にバラツキが確認できる．

これは，自動運転走行時に車頭距離を一定に保とうとする機能があり，駐車によ

り減速した際，後方の車両も追従して車頭距離を保とうとして速度低下が起きて

いることが考えられる．また，停車頻度 10%の際は，自動運転 (Lv4)のほうが総じ

て平均旅行速度は高まる傾向にある．これは，自動運転時に設計速度の値（60km/h）

を極力保とうとする機能に起因したものと思われる．一方，上記のように有人運

転と無人運転で自動運転車のレベルに応じて結果に違いが見られるものの，停車

頻度や乗降場の変更に比べると影響は小さく，また有意な差は見られなかった．  

 

 

図 5-9 第 1 級：バスストップ型の有人・無人運転時の平均旅行速度  
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図 5-10 第 1 級：停車帯型の有人・無人運転時の平均旅行速度  

 

 

図 5-11 第 1 級：路上駐車型の有人・無人運転時の平均旅行速度  

c) 乗降場の長さの変化による影響の検証  

 前項では，乗降場の形態を変化させた際の道路交通に与える影響を検証した．

本項では，現在の一般的な停車帯ありの路肩空間において，乗降場の長さを変化
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させた際に道路交通へ与える影響について検証する．乗降場の長さを 100m 毎に

最大 400m まで変化させ，停車頻度も 10%，20%，30%と増加させた．シミュレー

ション結果を図 5-12～図 5-15 に示す．  

結果より，乗降場の長さを増大させた場合でも，停車頻度が増加すると旅行速

度が低下することを確認した．特に第 1 級では，乗降可能な区間が長いケースで，

旅行速度が総じて低い値となることが確認できた．第 2 級においても同様の傾向

が見受けられるが，第 1 級に比べると変化の差は小さく，乗降場が広がるほど数

値のばらつきも大きくなっている．  

また，遅れ時間に着目すると，図 5-14，図 5-15 より停車頻度 10%の場合は乗降

可能な区間が長い方が生じる車両あたりの遅れ時間の値は総じて低い．また旅行

速度と同様に停車頻度が増加した場合に数値のばらつきが大きくなるが，100m，

200m の乗降場と 300m，400m の乗降場では，乗降可能な区間が長い後者の方が，

遅れ時間が総じて増大することが結果より示された．  

 

図 第 1 級：乗降場長別の平均旅行速度（停車帯）  
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図 第 2 級：乗降場長別の平均旅行速度（停車帯）  

 

図 第 級：乗降場長別の平均遅れ時間（停車帯）  
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図 第 級：乗降場長別の平均遅れ時間（停車帯）  
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5.4 路肩空間の形態が道路交通へ与える影響  

前項で得られた結果について整理する．3 つの乗降場のタイプの比較では，高

い停車頻度のケースにおいて，停車帯のない路上駐車型で旅行速度の大幅な低下

と遅れ時間の増大が生じた．これは，停車行動と車両の通行が同一車線上で混在

することが要因として挙げられる．  

路上駐車型では，停車帯型やバスストップ型に比べ通行用の車線が少ない．し

たがって停車行動が生じる際に図 5-16 に示すように通行車両が減速・停止する機

会が多い．停車頻度が増加することで，停車行動と車両の通行の同一車線上での

混在がより高まり，旅行速度の低下が発生したものと考えられる．   

続いて，停車帯型の乗降場の長さ別の停車頻度の変化による影響の比較では，

乗降場の区間が長い方は旅行速度が総じて低い値となることが多いが，停車頻度

が増加すると遅れ時間が増大することが示された．これは，乗降場の区間が長く

なると，乗降場に接する区間において減速機会が増えることが要因であると推察

される．駐車行動や車線合流によって減速・停止と発進を行うストップ・アンド・

ゴーが，図 5-17 に示すように繰り返されることが遅れ時間の増大の要因となって

いることが考えられる．  

 

図 停車行動による減速機会の発生イメージ  
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図 乗降可能な区間が広がった道路空間のイメージ  
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5.5 本章の結論  

本研究では，自動運転車の乗降環境に着目し，路肩空間の整備状況が道路交通

環境に与える影響について仮想の単路部で交通シミュレーションを実施した．結

果より，路肩空間にバスストップや停車帯を設けた場合に比べ，停車帯のない路

上駐車型では，停車頻度が高まると旅行速度の大幅な低下と遅れ時間の増大が確

認できた．また現状の停車帯つきの道路空間を対象に，乗降場の長さを変えてシ

ミュレーションを実行すると，乗降可能な区間が長いと旅行速度は低下し，停車

頻度の増加により遅れ時間が増大していることが示された．  

 以上を踏まえると，交通量の多い第 1 級道路においての乗降は，乗降場を路肩

空間に設けるか，乗降自体を制限することが重要である．加えて，第 1 級だけで

なく第 2 級道路の両者で停車帯を設けた場合においても，乗降可能な区間が長い

場合に減速機会が生じやすくなることから，乗降場を限定して道路上での乗降を

抑制していくことが求められる．なおこの提言は，有人運転の際にも同様のこと

が言えるが，図 5-9～図 5-11 で示した通り，有人運転と無人運転の単路での乗降

については，自動運転技術の良し悪しによる影響よりも乗降場の形態や長さによ

る影響のほうが大きい．したがって，自動運転車の乗降環境や路肩空間のあり方

については，自動運転技術の進化だけでなく，有人運転の場合と同様に，都市計

画・交通計画の観点から空間の確保・整備が行われるべきであり，自動運転社会

下ではこうした問題がより顕在化することが考えられる．  

 

＜第 5 章 参考文献＞  

68) 国土交通省：道路構造令の各規定の解説，  2020 年 12 月 1 日閲覧，
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6．  都市部における自動運転車の乗降空間に関する検討  

6.1 本章の概要  

 第 5 章より，自動運転社会下においても路肩の整備状況が道路交通へ与える影

響が大きく，無秩序な道路上での乗降が円滑性を低下させることが明らかになっ

た．本章では引き続き道路上での乗降に関する交通シミュレーションを用い，単

路ではなく異なる道路種別の道路と接続する道路パターンでの検証を行う．検証

結果を踏まえ，都市部の市街地を走行する自動運転車の道路上での乗降を制限す

べき場所を明らかにする．   

6.2 では，本章のシミュレーションで構築する道路パターンの詳細設定や各種

パラメータの設定を述べる．  

6.3 では，シミュレーションの分析結果を述べ，乗降場を設置した道路の円滑性

について定量的に評価する．また，計画した停車台数に比べて実際に停車を行っ

た台数の割合を算出し，乗降需要をどの程度満たしたかを評価する．  

6.4 は本章のまとめであり，交差点部を含めた道路パターンでの分析結果をも

とに，都市部の市街地の道路上での自動運転車の乗降制限のあり方について述べ

る．  
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6.2 交差点部を含めた市街地での乗降環境の検討  

6.2.1 本章の分析フロー  

分析は以下の流れで進める．   

(1) 道路パターンの作成とその詳細設定  

 道路設計や交通量などシミュレーションに必要なパラメータの詳細設定を行い，

TransModeler 上に設定した道路パターンを作成する．  

(2) 接続道路別による周辺交通への影響分析  

より詳細な街路網での停車の許容性を明らかにするために，停車頻度・右左折

率を変化させる要因として加え，それらが与える影響の把握を行う．  

(3) 市街地の道路上での自動運転車の乗降制限の検討  

 周辺交通に影響を与えるような要因を変化させたシミュレーション結果より，

停車を規制するべき街路環境についての検討を行う．  
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6.2.2 分析に用いたパラメータ・各種条件の設定  

前章に引き続き，交差点間での自動運転車の停車位置はミクロ交通シミュレー

タである TransModeler を用いて検討する．本研究は，高密度の市街地を想定して

いることから，前章と同様に道路構造令の道路区分の第 4 種を採用する．このう

ち交通量が多く都市部の市街地において高い乗降需要が予想される第 2 級道路に

乗降空間を設置し，それに接続する道路を変化させ，乗降が周辺交通へ与える影

響について分析を行う．道路パターンの詳細を表 6-1 にまとめる．また例として

シミュレーションを行う道路パターン A の全体像を図 6-1 に示す．車両の停車に

ついては走行車両に対する停車車両の割合として，停車頻度が 5%，10%，15%，

20%でのシミュレーションを行う．なお，停車頻度に関するパラメータ（表 6-2），

待ち行列モデルについては 5 章と同様のものを用いた．  

表 本分析で用いる道路パターンの詳細

表 第 級道路における停車時間に関する設定
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図 6-1 パターン A の全体像 

次に停車が行われる乗降空間について，本研究では前章で最も道路交通への影

響が小さかったバスストップ型で行う．また，乗降場の設置位置の違いが旅行速

度に与える影響を明らかにするために，6 つの位置パターンで検証を行う．設置

位置に関しては，検証対象の主方向と反対車線の停止線の延長を基準点とし，全

長 75m の乗降場が一定間隔で基準点から基準点まで移動する．詳細を図 6-2 で示

す．シミュレーションソフトの都合上，バスストップ型の乗降場と右折専用車線

のゼブラゾーンを車線に対して垂直線上に複数重ねることができないため，乗降

位置⑤中の*印の位置のパターンでは完全な均等間隔ではない．  

走行する車両について，大型車混入率・交通量・制限速度，車道幅員について

パラメータの設定を行う．まず計画交通量（台 /日）を定め，それに時間補正 K 値，

重方向補正 D 値を用いて補正し，設計時間交通量（台 /時）を算出する．速度・幅

員については，道路構造令に基づいた値を用いる．各パラメータの設定値を表 6-

3 にまとめる．なお、第 1 級と第 2 級の交差点と第 2 級同士の交差点での交通量

の割り振りは図 6-3 で示すとおりである。  
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図 交差点間の乗降位置の設定  

表 走行車両・道路に関するパラメータ設定
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図 交差点での交通量の割り振り

 

表 第 級と第 級が交差する交差点の信号サイクル

 

表 第 級同士が交差する交差点の信号サイクル
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前章までと異なり，本章での分析は交差点での右左折挙動が行われることから，

自動運転車の車両性能について追加の設定を盛り込む．鰐部らの研究 69)では，MV

で は 実 現 が 難 し い 交 通 の 円 滑 性 に 重 き を 置 い た 設 定 の aAV （ Aggressive 

Autonomous Vehicle），実社会での受容性を考慮し MV の設定に近い設定とする

nAV（Normal Autonomous Vehicle），安全側に大きく傾き MV よりも慎重な設定の

dAV（Discreet Autonomous Vehicle）の 3 種を扱い，自動運転車の車両性能を定め

ている．ここで，交通の円滑性をとるべきか安全性を重視すべきかについては本

研究では議論の対象としていない．本章の分析では nAV の設定を用いて車両性能

の設定を行う．最小の車頭距離を 1.0(s)，停止時の車間距離は 2.4m とした．  

シミュレーション中の走行速度の分布について，参考資料 70)より実勢速度の平

均値の 53.6km/h と 85%タイル値の 65.8km/h より正規分布を求め，それに従って

設定を行った．また，車線変更の際の最小許容ギャップについて TransModeler で

は以下の式 (2)で与えられる．このときの速度 V と相対速度 ΔV は表 6-6 に示す． 

 

𝐺𝑖＝𝛽1 max(0, 𝛥𝑉) + 𝛽2 min(0, 𝛥𝑉) + 𝛽3𝑉+𝜀𝑖 (2) 

ここで，  

G：車線変更を許容する最小のギャップ [m] 

ε：ドライバーによるばらつき（AV の場合はε = 0）  

 

表 6-6 Lead Gap と Lag Gap の速度 V と相対速度 ΔV 

  Lead Lag 

V [km/h] 対象車の速度  後続車の速度  

ΔV [km/h] 
対象車の速度

− 前方車の速度  

対象車の速度

− 前方車の速度  
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6.2.3 シミュレーションの概要  

前章同様にシミュレーション時間は 1 時間とする．本研究の目的は停車車両が

周囲の車両へもたらす影響の把握であることから，出力データの評価対象は乗降

空間を設置した第 2 級道路の主方向を走行する車両とする．このとき，乗降空間

の設置道路の左端から右端へ直進して走行する車両 A のみの旅行速度を抽出す

る．車両自体の旅行速度が途中で変化する，乗降空間で停車する車両 B や右左折

する車両 C は対象としない．前章同様，車両の発生や挙動はランダムな挙動をと

ることから，10 回シミュレーションを試行し，このときの平均値を採用した．  

図 出力データで対象とする車両  

本研究では，シミュレーション結果の評価指標として通行空間を走行する車両

の平均旅行速度を用いる．このとき，道路の目標とする平均旅行速度を設定する

にあたり，「機能階層型道路ネットワーク計画のためのガイドライン」71)の道路機

能ごとの目標旅行速度の目安を参照する．この目標速度と乗降空間を設置したと

きの旅行速度を比較し，乗降場の設置位置について検討する．なお乗降場を設置

する第 2 級道路は，自動車や歩行者等の沿道への出入を重視する沿道出入機能に

重きをおくものと想定する．以上より，上記のガイドラインを踏まえ本分析にお

ける評価対象である道路の目標旅行速度は 30km/h と設定した．  
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6.3 乗降環境が周辺交通に与える影響の分析  

6.3.1 乗降場の設置が円滑性へ与える影響の分析  

交差点間における乗降空間を設置する位置の違いが周辺車両に与える影響とし

て、平均旅行速度の変化を計測する．シミュレーション結果のそれぞれの位置で

の平均旅行速度を道路パターンごとにそれぞれ図 6-5～図 6-7 に示す．  

 

図 パターン （入 級，出 級）の乗降位置・停車頻度別平均旅行速度

図 パターン （入 級，出 級）の乗降位置・停車頻度別平均旅行速度
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図 パターン （入 級，出 級）の乗降位置・停車頻度別平均旅行速度

結果より，前節で設定した目標平均旅行速度 (30km/h)を基準としたとき，パタ

ーン A と C はすべての乗降位置および停車頻度で基準を超え，反対にパターン B

はすべての乗降位置および停車頻度で基準を下回った．結果を表 6-7 に示す．  

表 各道路パターンの停車頻度別平均旅行速度

 

パターン A とパターン C と比較した際はパターン A の平均旅行速度がパター

ン C よりも 2km/h 程度上回った．原因として，まず交通量および右左折車両台数

が多い第 1 級道路と接続する場合（パターン B，パターン C），乗降場付近での減

速挙動による詰まりと重なって速度低下が生じていることが考えられる．加えて，

第 1 級道路と流入部で接続するパターン B と流出部で接続するパターン C では

パターン B の方が大きく旅行速度を落としている．このことから，流入部側（上

流信号）と流出部側（下流信号）では，流入部側の交差点部での車両の詰まりが

円滑性に対して作用する影響が大きいことが考えられる．  



第 6章 都市部における自動運転車の乗降空間に関する検討 

121 
 

以上より，乗降場を設置した道路が流入部および流出部の交差点部で接続する

道路パターンの違いが，乗降場を設置した道路の円滑性に影響を及ぼすことが明

らかになった．一方，第 5 章で行った分析と異なり停車頻度による速度低下の様

子は見られなかった．これは停車頻度の乗降需要をすべて満たせているか，停車

車両数を減らして道路交通の円滑性を保持するようなシミュレーション上の処理

が行われたなどの可能性が考えられる．  
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6.3.2 道路上の乗降需要と旅行速度の関係性  

前節より流入部および流出部の交差点部で接続する道路パターンの違いが乗降

場を設置した道路の平均旅行速度を低下させることを確認した．このとき，停車

頻度や乗降位置によって平均旅行速度の値はあまり変化が見られなかったが，本

項では実際の乗降需要をどの程度満たせていたかについて検討を行う．  

図 6-8～図 6-10 より，計画停車台数に対する実際の停車台数の割合は，ほとん

ど全ての組合せで 50～60%程度であり，パターン A の乗降位置が流出部寄りの⑤

のケースでのみ 60%を越えていることが分かった．またパターン A の⑤において

も，停車頻度が高くなるほど実停車台数の割合は減少している．この傾向は，第

5 章でのシミュレーションの結果と同じ傾向である．加えて，パターン C よりも

パターン B の方が総じて実停車台数の割合は高い．  

 

図 パターン における計画停車台数に対する実停車台数の割合

図 パターン における計画停車台数に対する実停車台数の割合
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図 パターン における計画停車台数に対する実停車台数の割合  

この結果より，旅行速度で表す円滑性と，実停車台数の割合で表す乗降需要の

達成度についてはトレードオフの関係にあることが明らかになった．例えばパタ

ーン C よりもパターン B では乗降場を設置した道路の旅行速度が低くなったが，

このことは実停車台数の割合が高くなると旅行速度が低下することを意味してお

り，第 5 章での分析結果にも符合する．この原因として，シミュレータ側で車両

の旅行速度が低下しないように停車台数を減らす処理が行われたか，シミュレー

ションを行った 1 時間のうちに処理が終わり切らなかった可能性が挙げられる．

いずれにせよ，レベル 4 の自動運転社会下では地域内の自動車交通を AI により

制御・管理して運行を行うことから，今回のシミュレータと同様な処理が行われ

ることが予想される．  

加えて，パターン A にのみ高い実停車台数の割合の数値が表れ，またその中で

も乗降位置⑤でのみ高い数値となった．パターン A にのみ高い数値が表れたこと

は，前項同様に第 1 級道路と接続することで，パターン B および C では交通量が

増加し，交差点部での車両の詰まりが円滑性に影響したことが考えられる．また

パターン A の中でも乗降位置⑤でのみ高い数値が表れた結果については，交差点

部での車両の詰まりによる影響が関係していると考えられる．乗降場の設置につ

いて，流入部側からも流出部側からも交差点部から一定の距離を空ける必要があ

り，流出部側では特に距離を空けることが重要であると考えられる．  

  



第 6章 都市部における自動運転車の乗降空間に関する検討 

124 
 

6.4 自動運転社会を見据えた道路上の乗降空間の検討  

 前節までのシミュレーション結果を踏まえ，乗降空間の設置場所の検討を行う．

まず第 1 級道路と接続する道路において，流入部側で第 1 級道路と接続する道路

での乗降（パターン B）は，すべての停車頻度と乗降位置で目標平均旅行速度を

下回り，円滑性を下げた場合でも乗降需要が 5 割程度となったことから，今回の

結果を踏まえると乗降場を設置する道路空間としては十分な機能を備えらえてい

ないことが考えられるため，すべての区間を赤色の「不可」と評価した．一方流

出部側で第 1 級道路と接続する道路での乗降（パターン C）は，目標平均旅行速

度を下回らないものの乗降需要の 5 割程度しか満たせないことから，乗降場を設

置した場合は停車に一定の制限がかかることが予想される．よってすべての区間

を黄色の「部分的に可」と評価する．  

 最後に，第 2 級道路とのみ接続する道路での乗降（パターン A）は，乗降場の

設置位置によって対応できる乗降需要が異なる．したがって，交差点部から一定

の距離を空けた乗降位置⑤の区間はのみ青色の「可」とし，それ以外の区間は黄

色の「部分的に可」と評価した．ただし，青色の「可」とした区間についても，

停車頻度が 30%程度まで上昇すると乗降需要の処理能力が 7 割程度まで低下する

ため，そのような場合においては別途考慮が必要となる．  

以上の検討結果を図 6-11 に示した．ただし，本分析の結果については，円滑性

による評価のみであり，安全性からの評価は行っていない．したがって部分的に

可とした区間，特に交差点部付近での乗降については安全性の観点から乗降を制

限すべきであるという結論に至る可能性も考えられる点に留意が必要である．  
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図 市街地の道路上での自動運転車の乗降制限のイメージ  
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7．  総括  

7.1 自動運転社会を見据えた道路空間再配分の検討  

7.1.1 自動運転車が道路交通へ与える影響の整理  

本研究では，自動運転車の路上での乗降に焦点を当て，道路空間再配分を実施

した際の道路交通への影響の視点から分析を行った．まず，前章までの自動運転

車が道路交通に与えた影響の分析結果を整理する．市街地での乗降調査より，路

上でのタクシーの多くは道交法違反となる交差点部での乗降が多く，実際の乗降

位置の記録では乗車・降車ともに約 6 割を占めた（4 章）．路肩の形状については，

バスストップや停車帯を設けることで旅行速度の低下や遅れ時間の発生を抑える

ことができるが，乗降可能な区間が拡がるほど停車および発進により減速機会が

生じ，かえって道路交通へ影響を及ぼすことがわかっている（5 章）．また，右左

折車両が多い第 1 級道路と接続する場合，特に乗降場から見て上流部側に第 1 級

道路と接続する場合は乗降空間を設置した道路の旅行速度が大きく低下する．な

お，接続道路の組合せの多くは，一定の円滑性を保つため実際に停車できる車両

は停車需要の約 5 割程度に留まる可能性が示唆されている（6 章）．  

 以上より，現在の道路交通法がそのまま自動運転社会下でも継続する場合，乗

降可能な場所は道路交通法に違反しない場所に制限され，現状の乗降需要が路肩

に集中する可能性がある．また道路の円滑性を保つために当該エリア内での停車

車両は管理され，実際に停車可能な車両数は現状の乗降需要より下回る．   

7.1.2 自動運転社会を見据えた道路空間再配分の課題  

 3 章では道路空間再配分の取組として交通社会実験を対象とし，取組の傾向や

課題について明らかにした．その中で，車道を再配分して歩行者の滞留空間の創

出や公共交通の利便性向上，荷捌き空間の創出，自転車の通行機能の確保といっ

た需要があることが明らかになった．一方で交通量の多さや荷捌き車両の多さな

どの都心商業地特有の道路上の問題とそれに伴う合意形成の問題があることから，

定量的なデータに基づいた効果検証が重要であることを明瞭化した．  

 以上を踏まえ，本研究で明らかにした道路空間再配分の課題について，現状と

自動運転社会のそれぞれについて図 7-1 に取りまとめた．現状の道路空間再配分

では，安全性，維持管理，広報活動，予算や法令，交通処理，合意形成といった

課題が特に課題となることが明らかになっている．特に合意形成にあたっては，
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沿道住民や事業者などの地元市民や企業，道路管理者や交通管理者などの行政機

関がキーパーソンとなって中心的な役割を果たす．また市民組織や学識者などの

中立的な立場にいる人物によって意見を取りまとめることも重要である．一方，

地域の荷さばき問題や変化に伴う集客減などの懸念は合意形成が不調に終わる原

因となりやすいことが指摘されている．  

他方，自動運転車の社会実装の影響により生じる道路空間再配分の課題につい

て検討する．現状の市街地の道路上での乗降は，タクシーに着目すると道路交通

法違反となる割合が 9 割弱を占め，特に交差点部での乗降が 6 割近くを占めてい

るという問題がある．将来，自動運転車の社会実装の際には個別移動の増加と

Door-to-Door の移動を目的とした乗降需要が増加することが懸念される．したが

って上記の現状の道路空間再配分の課題に加え，自動運転社会では市街地の道路

上での自動運転車の乗降環境についても検討が求められる．  

そこで本研究では乗降空間として路肩を位置づけ，仮想の道路上でのシミュレ

ーションを行った．路肩の形状や区間長の長さが交通円滑性に与える影響や，市

街地の道路上のどの場所で乗降を行うかによる交通円滑性への影響や実際に停車

可能な台数について分析を行った．分析結果より，路肩の形状や区間長の長さは

交通円滑性や道路利活用に影響することや，乗降位置によって交通円滑性や停車

台数へ影響を及ぼすことを確認した．特に，交差点付近での乗降や右左折車両の

台数が多い第 1 級道路と接続する道路での乗降は，計画した乗降需要に対し実際

に停車した車両台数は 5 割程度となった．  

したがって，自動運転社会下において路肩の空間では，歩行者や自転車などの

利用者のための空間の利用需要と，路肩での乗降需要が競合することが考えられ

る．また現状の道路上での乗降需要は多くが道路交通法違反となる場所であるた

め，乗降需要に対応できないケースが多くの道路で生じる．一方で，乗降場を過

度に設けたり空間を拡げたりした場合は，道路上の交通円滑性を大きく損なう．

反対に交通円滑性を重視すれば，実際に乗降可能な車両台数は需要の半分程度と

なる．このように，自動運転社会下で道路空間再配分を行う場合，道路上の乗降

需要を考慮した適切な道路設計が求められる．以上より，道路上での乗降需要と

道路利活用の需要，交通円滑性の 3 者のバランスを考慮することが自動運転社会

における道路空間再配分の新たな課題であることが明らかになった．  
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図 現状と将来の自動運転社会における道路空間再配分の課題図 現状と将来の自動運転社会における道路空間再配分の課題現状と将来の自動運転社会における道路空間再配分の課題
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7.2 今後の道路空間再配分における本研究の活用方法  

 ここまでの分析結果や検討結果を踏まえ，道路空間の利用者である公共交通，

荷捌き，自転車，歩行者のそれぞれの路肩での空間づくりについて，自動運転社

会下で道路空間再配分を行う場合に課題となる点についてまとめる．  

7.2.1 公共交通（バス，タクシー）  

 まずタクシーについては，本研究が想定する自動運転車に近い，無人の自動運

転車による送迎サービスの導入が期待され，道路上での乗降需要の増加に最も寄

与することが考えられる．したがって，乗降場所を駅前広場などの交通結節点に

限定するほか，幹線道路に接続しない第 2 級道路以下の交通量が少ない道路の路

肩へ乗降場所をコントロールするなど，乗降可能な場所と乗降を制限する場所を

明確にして停車場所の誘導を行うことが重要である．  

一方で，商業地区などでは細街路と接続し丁字路が多く，道路交通法上の停車

可能なスペースが十分に確保できないケースが考えられる．他方，4 章の調査よ

りバス停留所での乗降需要は高いことが分かっている．例えば，バスロケーショ

ンシステムを活用しバスの接近情報と自動運転車の運行管理システムを組み合わ

せ，バスの停車が行われない時間帯を一般の自動運転車やロボタクシーが乗降場

として活用し，路肩の有効活用を行う方法が考えられる．しかし，現状は道路交

通法第 44 条第 5 号の規定等により，バス停留所での駐停車は基本的に路線定期

運行の許可を受けた乗合自動車以外には認められていないため，バス停留所の空

間再配分については法改正を含めた検討が求められる．  

7.2.2 荷捌き  

 本研究で用いた交通シミュレーションモデルでは，貨物車と乗用車の車両の違

いはあるものの車両が人を運ぶかモノを運ぶかを区別していない．一定の円滑性

を保つ上で許容できる 5 割の停車需要には人を運ぶ乗用車とモノを運ぶ小口配送

のミニバンの両方を含むため，道路上での乗降需要が増加する自動運転社会下に

おいて路上荷捌き問題の解決は喫緊の課題といえる．加えて，EC 市場の拡大に伴

い小口の配送量が増加することを踏まえると，配送量そのものを調整する抜本的

な対策が重要となる．例えば路上での荷捌きについてはローディングベイなどの

貨物車専用マスの設置や，共同配送や荷捌き集約化などの端末物流施策によって

荷捌きのための空間を路外へ再配分することも考えられる．特に荷捌き集約化に
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ついては，共同デポを設置し荷卸し作業の箇所を集約化する方法のほか，時間帯

に応じて用途を転用し，ピーク時以外は別の空間として活用する方法や，納入作

業の時間繰り上げによりピーク配送量を分散させる方法などが考えられる．  

7.2.3 自転車  

本研究のシミュレーションでは，自転車を含めた軽車両を対象としていない．

しかし，実際の道路空間では歩車道の境界に走行車線があり，路肩へ乗り入れて

停車を行う車両と接触する危険性がある．そこで自転車の走行空間と路肩の乗降

場について，安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（2016） 72)の凡例を

参照して検討を行う．図 7-2 のストレート型のバスベイは，交通量が少なく路線

バスの停車が少ない道路での設計を想定したものである．しかし本研究で想定す

る市街地の道路空間の場合，路肩の停車需要が高いことから，路肩へ乗り入れて

停車を行う車両と自転車と接触する恐れがある．一方，図 7-3 のような乗降場の

場合，乗降場まで横断して移動する際や降車後に，自動運転車の利用者と自転車

が接触する危険性がある．  

 

図 7-2 ストレート型バス停の設置と自転車走行空間 72)  

（画像出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン (2016)，P.II-28）  

 

図 7-3 乗降場（交通島）の設置と自転車走行空間 72)  

（画像出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン (2016)，P.II-25）  
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図 7-4 バスベイ型バス停の設置と自転車走行空間 72)  

（画像出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン (2016)，P.II-29）  

そうしたなか，図 7-3 のようなバスベイ型の乗降場は，自転車の走行空間を確

保したうえで，乗降の際に自転車との接触機会を抑えている．高い乗降需要のあ

る道路の路肩では，自転車の走行空間を車道側に設け，乗降の際に車両または歩

行者との接触を避けた空間設計が望ましい．一方で，自動運転車はすべての走行

車両・駐停車車両を機械的に一元管理するのに対し，自転車を始めとした有人運

転の中速のモビリティは，自動運転車から見れば予測不能な動きをする車両であ

る．見方によっては手動運転と自動運転の混在空間となることから，自動運転社

会下において自転車などの中速のモビリティは，高交通量・高乗降需要の道路で

の走行は歩道側に専用走行空間を設けるか，道路階層性に基づき適切な自転車ネ

ットワークを形成するなどの対策が必要となることも考えられる．  

7.2.4 歩行者  

 路肩での歩行者空間は，主に休憩施設やテラス付きの飲食店のほか，待ち合わ

せ場所などの滞留空間の整備が考えられる．前述のように路肩の空間には多様な

ニーズが集中するため，例えば同一の路肩空間で時間帯別に用途を分け，空間の

再配分を行い歩行者の滞留空間としての活用を行うことが考えられる．こうした

時空間的に空間をシェアするほか，歩行者利便増進道路制度などの制度を活用し，

賑わいを目的とした空間を整備することが考えられる．また，道路上で処理でき

ない乗降需要については，現在と同様に路外の駐車場や建物の車寄せなどで乗降

を行うことが考えられる．  
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7.3 得られた知見  

 本研究では，本研究では歩車道境界である路肩に焦点を当て自動運転社会下に

おける道路空間再配分の課題を明らかにすることを目的とし，現状の道路空間再

配分が抱える課題の整理と，交通シミュレーションで自動運転車の交通円滑性を

評価し，路肩の停車規制・空間活用について研究・考察を行った．以下に本研究

から得られた知見を述べる．  

第 1 章は序章であり，本研究の背景，目的を述べたうえで，道路空間再配分に

関する既往研究と自動運転システムに関する既往研究の整理を行った．既往研究

の整理を通じ，道路空間再配分の現行の取組について体系的にまとめた研究や自

動運転社会を見据えた道路空間の検討を行う研究は少なく，自動運転車の路上で

の乗降を想定し，また道路空間再配分を行った際の影響について分析した研究が

不十分であることを確認した．  

第 2 章では，我が国の道路政策の変遷と自動運転システムに係る取組の動向を

明らかにした．道路空間再配分に係る道路政策と現状の取組動向より，自動車の

空間を減らして別の用途に空間転用を行い，道路及び沿道の新たな価値向上が目

指されていることや，自動運転車の社会実装により道路空間の再構築が必要とな

ることを示した．   

第 3 章では，実際に交通社会実験が行われた道路空間再配分の事例を対象に，

実験に関わった自治体へアンケート調査等を実施し，取組の分類及び実態の把握

と課題について体系的に整理している．調査結果より，社会実験を通じて車道部

に自動車以外の専用空間を設ける取組が実現した事例は少なく，取組の実現に向

けた課題には合意形成や維持管理の問題，交通処理の問題や路上駐停車の問題，

法制度や便益評価の問題などが挙げられた．特に合意形成と交通処理の問題が道

路空間再配分の取組の不調に直結していることを明らかにした．   

第 4 章では，現状のタクシー利用時に道路交通法違反となる乗降に着目し，都

内で流しの営業を行うタクシードライバーへのヒアリング調査と実際の路上での

乗降位置を記録した．その結果，道路交通法違反となる場所での乗降に関して，

タクシー利用者の要望に応えるために，特に交差点での乗降が頻繁に行っている

ことを示した．また，実際の道路上でのタクシーの乗降位置を動画撮影したとこ

ろ，9 割近い乗降が道路交通法違反となり，特に交差点付近での乗降が 7 割弱を
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占めた．現状のタクシー利用は道路交通法違反が多くみられるが，本研究で仮定

するロボットタクシーは法遵守が条件となるため，道路上での乗降を行うことが

出来ないケースが頻出する可能性がある．  

第 5 章では，自動運転車の乗降環境に着目し，路肩空間の整備状況が道路交通

環境に与える影響について、仮想の単路部でミクロ交通流シミュレーションによ

り交通流再現を行った．結果より，路肩空間にバスストップや停車帯を設けた場

合に比べ，停車帯のない路上駐車型では，停車頻度が高まると旅行速度の大幅な

低下と遅れ時間の増大が確認できた．また現状の停車帯付きの道路空間を対象に，

乗降場の長さを変えて分析すると，乗降可能な区間が長いと旅行速度は低下し，

停車頻度の増加により遅れ時間が増大することが示された．なお，有人運転と無

人運転の単路での乗降については，自動運転技術の精度による影響よりも乗降場

の形態や長さによる影響のほうが大きいことを確認した．   

第 6 章では分析対象エリアを広げ、異なる道路種別の道路と接続する道路パタ

ーンでの検証を行った．分析結果より，右左折車両が多い第 1 級道路と接続する

場合，特に乗降場から見て上流部側に第 1 級道路と接続する場合は乗降空間を設

置した道路の旅行速度が大きく低下することを明らかにした．なお，接続道路の

組合せの多くは，一定の円滑性を保つため実際に停車できる車両は停車需要の約

5 割程度に留まる可能性を示した．その上で，分析結果を踏まえて市街地の道路

上での自動運転車の乗降制限の概念を図示した．  

第 7 章では，第 6 章までの成果を踏まえ，今後の道路空間再配分の課題につい

て提示した．本研究で明らかにした現状の道路空間再配分の課題と，交通シミュ

レーションを通じて定量的に示した自動運転社会下での課題を踏まえ，自動運転

社会を見据えた道路空間再配分の課題を整理した．その結果，自動運転社会下で

道路空間再配分を行う場合，道路上の乗降需要を考慮した適切な道路設計が必要

となることを示した．そして，道路上での乗降需要と荷捌き等の道路利活用の需

要，交通円滑性の 3 者のバランスを考慮することが自動運転社会における道路空

間再配分の新たな課題であることを明らかにした．   
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7.4 今後の課題  

 本研究では今後の道路空間再配分において課題となる自動運転システムとの共

存のあり方について，道路空間再配分が考える現在の課題を整理し，その中で最

も課題となる路肩整備のあり方を仮想の交通シミュレーションを通じて分析・検

討した．また，今後の道路空間再配分における本研究の活用手法を述べた．  

 一方，本研究で用いた交通シミュレーションでは，荷捌きにかかる時間を考慮

した貨物車の停車時間や，歩行者の横断，自転車の走行を十分に反映できていな

いため，乗降需要による速度低下の影響はより大きくなる可能性があることに留

意する必要がある．さらに，今回の研究では自動運転車の路上での乗降の影響に

ついて旅行速度を用いた円滑性でのみ評価を行ったが，特に交差点部での乗降に

ついては安全性の観点から評価し乗降について検討することも重要である．  

 また，本研究で提案した自動運転社会を見据えた道路空間再配分の課題や手法

については，自動運転システムに係る路車間通信・車車間通信などの路車協調シ

ステムや様々な技術革新により部分的に解決が図られる可能性がある．そして，

本研究で提案した路外への乗降空間の再配分や端末物流施策などについては，実

際の市街地の地域特性を考慮する必要がある．その上で別途シミュレーションを

通じ実現可能性について検討し，分析結果を踏まえて市街地の地域特性別に道路

空間再配分のあり方を検討することが望ましい．  

また第 7 章 2 節では，本研究での調査結果と分析結果を踏まえ，道路上の乗降

需要と競合する公共交通，荷捌き，自転車，歩行者の利用を目的とした空間づく

りを自動運転社会下で行う場合の課題となる点をまとめた．しかし，これらは各

利用者と自動運転車の乗降需要が 1 対 1 で競合する場合であり，実際の道路空間

では多様な利害関係者が存在する．小林 73)が指摘するように，多様な利害関係が

存在する中で，すべての利害関係者を満足させる社会基盤整備を実施することは

困難であり，そうした社会基盤整備においては「どのような立場の意見や要望を

妥当なものとして認めるか」という正統化の問題が重要となる．本研究では自動

運転社会下の道路空間再配分の課題を明らかにしたが，実際に課題解決を図るう

えでは，多様な道路空間の利用需要を把握し多者間の利害調整を行う手法を確立

することが求められる．  
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1 

０．アンケートのご記入にあたってのお願い          

 

 

◆ 本調査は、「１．実証実験における実施体制に関する設問」（3問）と「２．実証

実験の本格実施に向けた取組に関する設問」（5問）と「3．実証実験の内容に関

する設問」（1問）の計 10問で構成されています。 

 

◆ お答えは設問ごとの指示に従い、チェックボックスに✔を入れるか、該当する番

号に○をつけるか、記述回答欄に回答を記入して下さい。記述解答欄には、な

るべく具体的な内容をお書き下さい。 

 

◆ このアンケート調査票では、本研究で独自に定義した語句が用いられています。

その語句の定義については、各ページの下部にある「語句の定義」をご参照の

上、ご回答下さい。 

 

◆ ご回答後は、このアンケート調査票（表紙を含む全ページ）を三つ折りにして

同封の返信用封筒（切手不要）に入れ、2017年 11月 24日（金）までにポスト

へご投函下さい。ご協力の程、宜しくお願い致します。 

 

◆ お答えいただく際、行政の視点から実証実験に対してご回答いただき、またご

記入の際は行政担当者の方にご回答をお願いいたします。 



 

2 

１．実証実験における実施体制に関する設問

問 既存の道路空間を再配分する実証実験を検討した「きっかけ」について、最

も当てはまるものを下記の選択肢の中から 1 つ選び、✔をつけて下さい。 

 

□ エリアマネジメントを行う上で地元市民・企業からの要望を受けたため 

□ 実験を行う当該道路では自転車を利用するユーザーが多く、要望があったため 

□ 実験を行う道路周辺の荷さばきスペースが不足している等の物流問題の解消のため 

□ 実験を行う当該道路において発生していた交通問題の解消のため 

□ 行政が策定する総合計画・交通計画等の実現可能性を検証するため 

□ その他（ ） 

問 実証実験において、地元市民・企業、行政、第三者組織、それぞれが果たし

た役割について最も当てはまるものを下記の選択肢から 1 つ選び、該当する

番号に○をつけて下さい。 

 

1. 実験全体を通して、議論や計画を主導する中心的な役割 

2. 中心的ではないが、進んで議論や提案を行う役割 

3. 主体的ではないが、実験全体を通して協力する役割 

4. 実験にはあまり関与せず、部分的には協力する役割 

5. 実験にはほとんど関与しておらず、意見などは反映されていない 

 

地元市民・企業

 

行政 

 

第三者組織 

 

 

1 2 5 4 3 

1 2 5 4 3 

1 2 5 4 3 
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１．実証実験における実施体制に関する設問

問 問 の人物・団体以外に実証実験に参加していた人物・団体があれば、下

記の選択肢の中から当てはまるものを全て選び、✓をつけてください。また、

その人物・団体の実証実験における「役割または活動内容」について、下記

の記述回答欄にご記入下さい。 

 

□ (1) 周辺地域で活動を行う一般財団法人や一般社団法人などの団体（NPO を除く） 

□ (2) 配送業者を中心とした物流に関する団体 

□ (3) 一般・学生ボランティア団体 

□ (4) その他（ ） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 

２．実証実験の本格実施に向けた行政の取組に関する設問

問 実証実験で実施した取組への評価について、最も当てはまるものを下記の選

択肢の中から 1 つ選び、✔をつけて下さい。また、その評価に至った理由に

ついて下記の記述回答欄に簡潔にご記入下さい。  

□ １．計画当初の目的や目標に達したため、実験結果にはとても満足している

□ ２．計画当初の目的や目標に概ね達したため、実験結果には満足している

□ ３．計画当初の目的や目標に達することはできなかったが、実験結果には満足している

□ ４．計画当初の目的や目標に達することはできなかったため、実験結果には不満がある

□ ５．計画当初の目的や目標に達するには程遠く、実験結果には全く満足していない

問 実証実験で実施した取組について、その取組は本格的な実施へ向けて現在ど

の段階にあるか、最も当てはまるものを下記の選択肢の中から 1 つ選び、✔

をつけて下さい。  

 

□ １．実証実験の結果を踏まえた検討を経て本格的な実施に至っている （問 へ）

□ ２．実証実験の結果を踏まえた検討を経て本格的な実施が予定されている （問 へ）

□ ３．現在も本格的な実施を目指して検討や取組を継続している （問 へ）

□ ４．実証実験の結果、現在は本格的な実施を目指すことに前向きではない（問 へ）

□ ５．実証実験の結果、本格的な実施を目指す一連の取組を中断もしくは中止している

（問 へ）
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２．実証実験の本格実施に向けた行政の取組に関する設問

・問 で『１、２、３』を選択された方に伺います（回答後は問 へお進み下さい）

問 本格実施に至る・至った際、キーパーソンとなる・なった人物・団体のうち

最も当てはまるものを下記の選択肢の中から 1 つ選び、✔をつけて下さい。

また、その選択肢を選んだ理由について、下記の記述回答欄に簡潔にご記入

下さい。 

□ 沿道住民・店舗を含む地元市民・企業または地元市民団体 

□ 地元自治体や国、警察などの行政 

□ 学識経験者 

□ コンサルタント 

□ NPO などの地元市民・企業以外が主体となった組織 

□ その他（ ）  

・問 で『 または 』を選択された方に伺います（回答後は問 へお進み下さい）

問 本格実施が困難、もしくは本格実施を断念した要因について、記述回答欄に

ご記入下さい。 

 

（記述回答欄）
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２．実証実験の本格実施に向けた取組に関する設問       

 

問 2-5 今後の道路の有効活用および実証実験などの取組における、課題となる点、

期待する点、また今後の方針や取組などについて教えてください。 

 

 

 

 

３．実証実験の内容に関する設問               

 

問 3-1 実証実験を実施した道路の実験前および実験中の道路構造について、7 ペー

ジの例に従って一つの道路ごとに車線、幅員、使用状況などを 8 ページ目

以降に回答をお願い致します。なお、用紙が不足する場合は、お手数です

が回答用の用紙をコピーしていただき、返信用封筒へ本調査票と合わせて

封入をお願い致します。 

（記述回答

欄） 
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研究業績書等 

 

 

 

 

 

 

 

・博士論文概要 

・謝辞 
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戦 後 の 道 路 整 備 や 高 速 自 動 車 国 道 の 整 備 を は じ め と す る 道 路 政 策 は ， 我 が 国 の

高 度 成 長 期 を 支 え 今 日 の 豊 か な 生 活 ・ 産 業 を 形 成 す る 基 盤 と な っ た ． 一 方 で ， 過

度 な 自 動 車 依 存 の 社 会 を 形 成 し 、 道 路 渋 滞 や 交 通 事 故 ， 環 境 問 題 な ど の 弊 害 を 引

き 起 こ し た ． そ こ で 近 年 で は 良 好 な 道 路 環 境 の 形 成 や 安 全 か つ 円 滑 な 通 行 の 確 保

を 図 る な ど ， こ れ ま で の 自 動 車 中 心 の 道 路 利 用 か ら 「 人 中 心 の 道 路 利 用 」 に 資 す

る 道 路 政 策 へ の 転 換 が 図 ら れ て い る ． 特 に 道 路 空 間 の 使 わ れ 方 を 見 直 し 、 新 た な

価 値 創 造 を 図 る 道 路 空 間 再 配 分 が 実 践 さ れ て き た ．  

ま た ，ビ ッ グ デ ー タ や A I，自 動 運 転 技 術 や そ の 他 の 新 技 術 の 利 活 用 に よ っ て 道

路 空 間 の 変 革 が 始 ま っ て い る ． 特 に 自 動 運 転 車 は ， 高 度 な 自 動 運 転 技 術 に よ り 効

率 性 ， 安 全 性 ， 快 適 性 な ど 様 々 な 面 で 優 れ て お り ， 早 期 の 社 会 実 装 が 世 界 各 地 で

進 め ら れ て い る ． 我 が 国 で は 2 0 1 7 年 か ら 自 動 運 転 車 の 社 会 実 装 が 都 市 に 与 え る

影 響 や ， 都 市 交 通 や 交 通 結 節 点 の あ り 方 に つ い て の 検 討 が 行 わ れ て い る ． ま た 自

動 運 転 車 の 導 入 に よ り 車 道 の 縮 減 や ， 路 外 ・ 路 上 の 駐 車 ス ペ ー ス を 削 減 で き る こ

と が 示 さ れ ， こ れ ま で の 既 存 の 道 路 空 間 を 再 構 築 し ， 新 し く 利 便 性 の 高 い 空 間 と

し て の 利 活 用 が 模 索 さ れ て い る ．  

こ の よ う に 市 街 地 の 道 路 空 間 で は ， 現 状 だ け で な く 将 来 の 自 動 運 転 車 の 社 会 実

装 時 に も 道 路 空 間 再 配 分 の 検 討 が 必 要 で あ る ． し か し ， 近 未 来 の 道 路 空 間 に お い

て 道 路 空 間 再 配 分 を 図 る 際 ，新 た な テ ク ノ ロ ジ ー で あ る 自 動 運 転 技 術 が 道 路 空 間 ，

ひ い て は 交 通 体 系 そ の も の に 与 え る 影 響 は 未 知 数 で あ る ． 特 に ， 都 市 部 で の 自 動

運 転 車 （ レ ベ ル 4 以 上 ） の 導 入 は 個 別 移 動 の 増 加 を 招 き ， 道 路 上 で の 停 車 需 要 が

増 え る こ と か ら 渋 滞 を 引 き 起 こ す 可 能 性 も 指 摘 さ れ て い る ． そ う し た な か ， ど の

よ う な 道 路 環 境 で あ れ ば 自 動 運 転 車 に 安 全 に 乗 降 で き る の か ， ま た そ の 場 合 に ど

の よ う な 設 計 が 適 切 か ， と い っ た 検 討 が 不 十 分 で あ る ． そ の た め 自 動 運 転 車 の 社

会 実 装 に あ た っ て ， 道 路 空 間 に お け る 自 動 車 と 人 の 空 間 の 配 分 に つ い て 詳 細 に 検

討 し ， 普 及 前 に 適 切 な 道 路 設 計 を 行 う こ と が 不 可 欠 で あ る ．  

以 上 よ り 本 論 文 は ， 今 後 の 道 路 政 策 に 資 す る 人 中 心 の 道 路 空 間 再 配 分 と ， 自 動

運 転 車 の 導 入 に よ る 道 路 交 通 へ の 影 響 の 双 方 の 視 点 か ら ， 自 動 運 転 社 会 を 見 据 え

た 道 路 空 間 再 配 分 に お け る 課 題 を 明 確 に す る こ と を 目 的 と し て い る ． ま た 本 論 文

は ， 今 後 の 道 路 政 策 を 検 討 す る 際 に ， こ れ ま で 不 十 分 で あ っ た ， 自 動 運 転 社 会 に

お け る 路 肩 （ カ ー ブ サ イ ド ） を 議 論 す る う え で も 重 要 な 意 義 を 持 っ て い る ．  

本 論 文 は ， 以 下 に 示 す 7 章 よ り 構 成 さ れ て い る ．  

第 1 章 は 序 章 で あ り ， 本 研 究 の 背 景 ， 目 的 を 述 べ た う え で ， 道 路 空 間 再 配 分 に

関 す る 既 往 研 究 と 自 動 運 転 シ ス テ ム に 関 す る 既 往 研 究 の 整 理 を 行 っ た ． 既 往 研 究

の 整 理 を 通 じ ， 道 路 空 間 再 配 分 の 現 行 の 取 組 に つ い て 体 系 的 に ま と め た 研 究 や 自

動 運 転 社 会 を 見 据 え た 道 路 空 間 の 検 討 を 行 う 研 究 は 少 な く ， 自 動 運 転 車 の 路 上 で

の 乗 降 を 想 定 し ， ま た 道 路 空 間 再 配 分 を 行 っ た 際 の 影 響 に つ い て 分 析 し た 研 究 が

不 十 分 で あ る こ と を 確 認 し た ．  
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第 2 章 で は ， 我 が 国 の 道 路 政 策 の 変 遷 と 自 動 運 転 シ ス テ ム に 係 る 取 組 の 動 向 を

明 ら か に し た ． 道 路 空 間 再 配 分 に 係 る 道 路 政 策 と 現 状 の 取 組 動 向 よ り ， 自 動 車 の

空 間 を 減 ら し て 別 の 用 途 に 空 間 転 用 を 行 い ， 道 路 及 び 沿 道 の 新 た な 価 値 向 上 が 目

指 さ れ て い る こ と や ， 自 動 運 転 車 の 社 会 実 装 に よ り 道 路 空 間 の 再 構 築 が 必 要 と な

る こ と を 示 し た ．   

第 3 章 で は ， 実 際 に 交 通 社 会 実 験 が 行 わ れ た 道 路 空 間 再 配 分 の 事 例 を 対 象 に ，

実 験 に 関 わ っ た 自 治 体 へ ア ン ケ ー ト 調 査 等 を 実 施 し ， 取 組 の 分 類 及 び 実 態 の 把 握

と 課 題 に つ い て 体 系 的 に 整 理 し て い る ． 調 査 結 果 よ り ， 社 会 実 験 を 通 じ て 車 道 部

に 自 動 車 以 外 の 専 用 空 間 を 設 け る 取 組 が 実 現 し た 事 例 は 少 な く ， 取 組 の 実 現 に 向

け た 課 題 に は 合 意 形 成 や 維 持 管 理 の 問 題 ， 交 通 処 理 の 問 題 や 路 上 駐 停 車 の 問 題 ，

法 制 度 や 便 益 評 価 の 問 題 な ど が 挙 げ ら れ た ． 特 に 合 意 形 成 と 交 通 処 理 の 問 題 が 道

路 空 間 再 配 分 の 取 組 の 不 調 に 直 結 し て い る こ と を 明 ら か に し た ．   

第 4 章 で は ， 現 状 の タ ク シ ー 利 用 時 に 道 路 交 通 法 違 反 と な る 乗 降 に 着 目 し ， 都

内 で 流 し の 営 業 を 行 う タ ク シ ー ド ラ イ バ ー へ の ヒ ア リ ン グ 調 査 と 実 際 の 路 上 で の

乗 降 位 置 を 記 録 し た ． そ の 結 果 ， 道 路 交 通 法 違 反 と な る 場 所 で の 乗 降 に 関 し て ，

タ ク シ ー 利 用 者 の 要 望 に 応 え る た め に ， 特 に 交 差 点 で の 乗 降 が 頻 繁 に 行 っ て い る

こ と を 示 し た ． ま た ， 実 際 の 道 路 上 で の タ ク シ ー の 乗 降 位 置 を 動 画 撮 影 し た と こ

ろ ， 9 割 近 い 乗 降 が 道 路 交 通 法 違 反 と な り ， 特 に 交 差 点 付 近 で の 乗 降 が 7 割 弱 を

占 め た ． 現 状 の タ ク シ ー 利 用 は 道 路 交 通 法 違 反 が 多 く み ら れ る が ， 本 研 究 で 仮 定

す る ロ ボ ッ ト タ ク シ ー は 法 遵 守 が 条 件 と な る た め ， 道 路 上 で の 乗 降 を 行 う こ と が

出 来 な い ケ ー ス が 頻 出 す る 可 能 性 が あ る ．  

第 5 章 で は ， 自 動 運 転 車 の 乗 降 環 境 に 着 目 し ， 路 肩 空 間 の 整 備 状 況 が 道 路 交 通

環 境 に 与 え る 影 響 に つ い て 、 仮 想 の 単 路 部 で ミ ク ロ 交 通 流 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ

り 交 通 流 再 現 を 行 っ た ． 結 果 よ り ， 路 肩 空 間 に バ ス ス ト ッ プ や 停 車 帯 を 設 け た 場

合 に 比 べ ， 停 車 帯 の な い 路 上 駐 車 型 で は ， 停 車 頻 度 が 高 ま る と 旅 行 速 度 の 大 幅 な

低 下 と 遅 れ 時 間 の 増 大 が 確 認 で き た ．ま た 現 状 の 停 車 帯 付 き の 道 路 空 間 を 対 象 に ，

乗 降 場 の 長 さ を 変 え て 分 析 す る と ， 乗 降 可 能 な 区 間 が 長 い と 旅 行 速 度 は 低 下 し ，

停 車 頻 度 の 増 加 に よ り 遅 れ 時 間 が 増 大 す る こ と が 示 さ れ た ． な お ， 有 人 運 転 と 無

人 運 転 の 単 路 で の 乗 降 に つ い て は ， 自 動 運 転 技 術 の 精 度 に よ る 影 響 よ り も 乗 降 場

の 形 態 や 長 さ に よ る 影 響 の ほ う が 大 き い こ と を 確 認 し た ．   

第 6 章 で は 分 析 対 象 エ リ ア を 広 げ 、 異 な る 道 路 種 別 の 道 路 と 接 続 す る 道 路 パ タ

ー ン で の 検 証 を 行 っ た ． 分 析 結 果 よ り ， 右 左 折 車 両 が 多 い 第 1 級 道 路 と 接 続 す る

場 合 ，特 に 乗 降 場 か ら 見 て 上 流 部 側 に 第 1 級 道 路 と 接 続 す る 場 合 は 乗 降 空 間 を 設

置 し た 道 路 の 旅 行 速 度 が 大 き く 低 下 す る こ と を 明 ら か に し た ． な お ， 接 続 道 路 の

組 合 せ の 多 く は ， 一 定 の 円 滑 性 を 保 つ た め 実 際 に 停 車 で き る 車 両 は 停 車 需 要 の 約

5 割 程 度 に 留 ま る 可 能 性 を 示 し た ． そ の 上 で ， 分 析 結 果 を 踏 ま え て 市 街 地 の 道 路

上 で の 自 動 運 転 車 の 乗 降 制 限 の 概 念 を 図 示 し た ．  
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第 7 章 で は ， 第 6 章 ま で の 成 果 を 踏 ま え ，今 後 の 道 路 空 間 再 配 分 の 課 題 に つ い て

提 示 し た ． 本 研 究 で 明 ら か に し た 現 状 の 道 路 空 間 再 配 分 の 課 題 と ， 交 通 シ ミ ュ レ

ー シ ョ ン を 通 じ て 定 量 的 に 示 し た 自 動 運 転 社 会 下 で の 課 題 を 踏 ま え ， 自 動 運 転 社

会 を 見 据 え た 道 路 空 間 再 配 分 の 課 題 を 整 理 し た ． そ の 結 果 ， 自 動 運 転 社 会 下 で 道

路 空 間 再 配 分 を 行 う 場 合 ， 道 路 上 の 乗 降 需 要 を 考 慮 し た 適 切 な 道 路 設 計 が 必 要 と

な る こ と を 示 し た ．そ し て ，道 路 上 で の 乗 降 需 要 と 荷 捌 き 等 の 道 路 利 活 用 の 需 要 ，

交 通 円 滑 性 の 3 者 の バ ラ ン ス を 考 慮 す る こ と が 自 動 運 転 社 会 に お け る 道 路 空 間 再

配 分 の 新 た な 課 題 で あ る こ と を 明 ら か に し た ． ま た 本 研 究 で 示 し た 今 後 の 道 路 空

間 再 配 分 の 課 題 を 踏 ま え ，実 際 の 道 路 整 備 の 留 意 事 項 と し て ，公 共 交 通・荷 捌 き・

自 転 車 ・ 歩 行 者 の そ れ ぞ れ の 視 点 か ら 本 研 究 の 活 用 方 法 を 述 べ た ． 最 後 に ， 得 ら

れ た 知 見 と 今 後 の 展 望 を 整 理 し た ．  

以 上 に 述 べ た よ う に ， 本 論 文 は 今 後 の 道 路 空 間 再 配 分 の 課 題 と し て ， 現 状 の 取

組 動 向 の 把 握 と 自 動 運 転 車 が 道 路 交 通 に 与 え る 影 響 を 定 量 的 に 評 価 し ， 乗 降 需 要

の 観 点 か ら 道 路 整 備 を 行 う こ と の 重 要 性 を 示 し て い る ． ま た ， 分 析 結 果 か ら ， こ

れ ま で 不 明 瞭 で あ っ た 市 街 地 で の 自 動 運 転 車 の 利 用 方 法 に つ い て ， 道 路 円 滑 性 と

乗 降 需 要 の 観 点 か ら 適 正 な 道 路 上 の 乗 降 場 所 の 提 案 を 行 っ て い る 点 に 特 色 が あ る ． 

今 後 の 課 題 と し て ， 第 一 に ， 荷 捌 き に か か る 時 間 を 考 慮 し た 貨 物 車 の 停 車 時 間

や ， 歩 行 者 の 横 断 ， 自 転 車 の 走 行 を 再 現 し ， 乗 降 需 要 に よ る 速 度 低 下 の 影 響 を 多

角 度 的 に 評 価 す る こ と が 挙 げ ら れ る ． ま た ， 特 に 交 差 点 部 で の 乗 降 に つ い て は 安

全 性 の 観 点 か ら 評 価 し 乗 降 に つ い て 検 討 す る こ と も 重 要 で あ る ． 第 二 に ， 本 研 究

で 提 案 し た 路 外 へ の 乗 降 空 間 の 再 配 分 や 端 末 物 流 施 策 な ど に つ い て ， 実 際 の 市 街

地 の 地 域 特 性 を 考 慮 し た 検 討 を 行 う こ と が 挙 げ ら れ る ． 別 途 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を

通 じ 実 現 可 能 性 に つ い て 検 討 し ， 分 析 結 果 を 踏 ま え て 市 街 地 の 地 域 特 性 別 に 道 路

空 間 再 配 分 の あ り 方 を 検 討 す る こ と が 望 ま し い ． 第 三 に ， 道 路 設 計 の 際 に 課 題 と

な る 合 意 形 成 に つ い て ， 多 様 な 道 路 空 間 の 利 用 需 要 を 把 握 し 多 者 間 の 利 害 調 整 を

行 う 手 法 を 確 立 す る こ と が 挙 げ ら れ る ． 具 体 的 に は ， 定 量 的 な デ ー タ に 基 づ き 政

策 提 言 を 行 い ，道 路 空 間 の 利 用 配 分 に つ い て 適 切 に 調 整 を 図 る こ と が 求 め ら れ る ． 
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